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■計画の基本情報

R 4 ～ R 8

第４次亀山市男女共同参画基本計画に関する実績等報告書（令和６年度）

位置付け

亀山市男女が生き生き輝く条例第11条に基づき本市の男女共同参画分野の推進に
関する政策を総合的、かつ計画的に推進するために基本計画として定めるものである。
本計画は、男女共同参画社会基本法第14条、女性活躍推進法第6条、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3にそれぞれ基づく市町村計
画として位置づけている。さらに、第2次亀山市総合計画後期基本計画基本施策「人権
の尊重とダイバーシティ社会の推進」と深く関わっている。

市民文化部　文化課

目的・概要

計画期間 年度

男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、３つの基本目標に
基づく施策や取組を展開し、男女共同参画社会の実現～すべての人が生き生き輝くま
ち健都かめやま～を目指すべき姿とするものである。

計画の骨格

目指すべき姿

男女共同参画社会の実現

～すべての人が 生き生き輝くまち 健都かめやま～
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１ 男女共同参画を
実現するための
意識づくり

２ 男女共同参画の
視点に立った慣
行等の見直し

３ ハラスメント等、
あらゆる暴力の
根絶

４ 誰もが安心して
暮らせる環境づ
くり

５ 政策・方針決定
過程への女性の
参画拡大

６ ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活

の調和）の推進

７ 働く場における
男女共同参画の
推進

８ 教育や啓発によ
る意識改革、理
解の促進

９ 生涯にわたる健
康づくり支援

10 男女共同参画の
視点に立った防
災体制の確立

（１）人権啓発・人権教育の推進

（２）人権相談・支援体制の充実

（１）固定的性別役割分担意識の解消に向けた方
法・啓発

（２）固定的性別役割分担意識の解消に向けた環境
の整備

（１）パートナーに対する暴力の防止・根絶及び被
害者の保護等の推進

（２）セクシュアル・ハラスメント、ストーカー事
案、性犯罪、売買春、人身取引等の対策の推
進

（１）ひとり親家庭等の親子が安心して暮らせる環
境づくり

（２）高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮ら
せる環境づくり

（３）性の多様性に関する理解の促進

（１）行政分野における女性の参画拡大

（２）地域、企業、その他の分野における女性の参

画拡大

（１）市民・企業等に対する啓発・取組
（２）仕事と家庭の両立のための環境づくり
（３）市役所内における取組

（１）男性中心型労働慣行等の変革に向けた啓発
（２）女性活躍の推進に向けた環境整備

（１）学校・幼稚園・保育所における男女共同参画
教育の充実

（２）家庭・地域における男女共同参画に関する啓
発・学習の推進

（１）生涯にわたる男女の健康の包括的な支援
（２）スポーツ分野への女性の参画

（１）災害に備えた体制の整備

（２）災害に備えた避難所運営体制の構築



■成果指標

1

2

■計画の実績等
　男女共同参画週間 (6月23日～29日)にあわせて、啓発パネルの展示やのぼり旗
を設置する他、DV、セクシャルハラスメント防止について市広報や市ホームページ、
啓発チラシに掲載し、啓発を行った。
　また、亀山市男女共同参画市民養成講座を開催し「変わる社会で、どう生きる？
～私も、家族も、地域もハッピーになるマインドの使い方～」をテーマに、名古屋学院
大学現代社会学部、パブリック・ハーツ（株）の水谷香織さんを講師に招き、ワーク・
ライフ・バランスの推進と固定的性別役割分担意識の解消に向けた機運の醸成につ
ながるワークショップ開催した他、三重県男女共同参画連携映画祭の上映前に男
女共同参画社会について来場者に解説を行った。
　さらに、女性活躍の推進に向けた環境整備として、プログラミング教室＆ボードゲー
ムカフェクリプトメディア代表服部智貴さんを講師に招き、「女性デジタル人材育成」
を目指した亀山市男女共同参画キャリアアップ講座を、全４回開催した。

　男女共同参画社会実現に向けて、DV、セクシャルハラスメントの防止への啓発な
どの男女共同参画情報誌や性的指向及びジェンダーアイデンティティをテーマにし
た記事の市広報への掲載、男女共同参画週間の啓発パネルやのぼり旗の設置によ
り男女共同参画意識の醸成と性の多様性に対する理解増進、ハラスメント等あらゆ
る暴力の根絶に向けての啓発を図ることができた。
　また、男女共同参画市民養成講座を行うことで、固定的性別役割分担意識解消
に向けた啓発や仕事と仕事以外の生活の両方が充実した働き方や生き方を目指す
意識啓発につながった。
　さらに、男女共同参画連携映画祭の開催や上映前の解説により、男女共同参画
への意識高揚を図るとともに、「女性デジタル人材育成」を目指した亀山市男女共同
参画キャリアアップ講座を開催を通して、女性活躍の推進に向けた環境整備を進め
ることができた。

　男女共同参画情報誌の発行や男女共同参画週間をはじめとした市広報やホーム
ページへの記事掲載を通して、情報発信やハラスメント根絶の推進等の意識啓発を
図るとともに、男女共同参画市民養成講座や県連携映画祭の開催により、男女共
同参画の推進に寄与した。
　また、男女共同参画市民養成講座の開催を通して、ワーク・ライフ・バランスに対す
る機運の醸成に寄与した。
　さらに、亀山市男女共同参画キャリアアップ講座の開催を通して、女性活躍の推
進に向けた環境整備に寄与することができた。

　男女共同参画への理解を一層深めるために、引き続き、各種の啓発機会を継続
的かつ効果的に活用していくとともに、対象層に応じて、啓発内容や手法の充実を
図る必要がある。また、各種審議会における女性委員の登用率や、自治会長に占め
る女性の割合については、目標値を達成しておらず、目標達成に向けて庁内全体で
意識を共有し、取組をさらに進めていく必要がある。

　固定的性別役割分担意識の解消に向け、若年層や働き世代、高齢者層など、対
象層のニーズや特性を踏まえた啓発となるよう内容を見直すとともに、女性登用に
向けて、庁内全体で意識を共有し、担当部署に候補者の拡充、女性の登用への声
かけ等を実施する。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画
推進への
寄与度

別紙のとおり

目標値現状値
実績値
（R5）単位

成果指標名



■成果指標

1 ―

2 ―

3 ―

4 ―

5 13校/14校

6 34.5

7 ―

8 4

9 ―

10 8.84

11 44.4

12 37.1

13 42.9

14 13.9

15 25

16 13.5

17 2

18 ―

19
子宮がん：20.0
乳がん：29.9

20 ―

21 20

女性特有のがん検診受診率 ％
子宮がん：19.8
乳がん：25.4

子宮がん：23.0
乳がん：28.5

運動習慣のある人の割合 ％
男性：60.6
女性：49.0

増加

認定農業者のうち家族経営協定の締結者数 件 1 増加

健康診断受診率 ％
男性：76.5
女性：72.8

男性：86.5
女性：76.0

放課後児童健全育成事業の設置施設総数 箇所 22 24

商工会議所加入企業のうち女性の経営者の割合 ％ 13.0 増加

市男性職員の育児休業取得率 ％ 11.1
20(R6)
85(R11)

市職員１人当たりの年次有給休暇の年間取得日数 日 12.8
12(R6)
15(R11)

市内幼稚園・小中学校の単位PTA会長に占める女
性の割合

％ 27.7 増加

本市における女性管理職の割合 ％ 30.5
40

(R6、R11)

マタニティ・ハラスメント及びパタニティ・ハラスメントの
認知度

％
ﾏﾀﾊﾗ：67.8
ﾊﾟﾀﾊﾗ：31.8

ﾏﾀﾊﾗ：80
ﾊﾟﾀﾊﾗ：40

市内全単位自治会長に占める女性の割合 ％ 5.3 増加

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度 ％ 33.9 50

ワーク・ライフ・バランスに積極的な取り組みを行う事
業所数（累計）

社 60

固定的性別役割分担意識について「同感しない」と
答えた人の割合

％ 61.0 80

男性のうち、子育てに関する地域活動に参加したこと
がある人の割合

％ 39.6 45

成果指標名 現状値
(計画策定時)

目標値
(R８)単位

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 ％ 55.6 100

実績値
（R６）

増加18人女性消防団員数

DV防止法認知度 ％ 51.4 60

性的マイノリティに関する理解促進のための学習を
行った市内小中学校の数

校 11校/１４校 全校

各種審議会等における女性の登用率（4月1日現在
で算出）

％ 33.5 40



基本目標　１　男女の人権尊重の推進

基本施策　１　男女共同参画を実現するための意識づくり

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容
 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

「一人ひとりの人権が尊重される亀山市を

つくる条例」や「亀山市人権施策基本方

針」に基づき、市民の人権感覚が身に付く

よう、「ヒューマンフェスタin亀山」の開

催など、様々な取り組みを行います。

1
人権・ダイ

バーシティG

引き続き「ヒューマンフェスタin亀山」を開催し、

人権について考えてもらう機会を設ける。

約200人が参加し、第20回ヒューマンフェスタin亀山を午前・

午後に分かれて開催した。午前の部は、亀山高等学校吹奏楽部

による演奏、M.D.Sによるダンスパフォーマンスの後、人権に関

わる市民活動各団体のブース出展を行い、午後の部は３つの

テーマについて参加者同士で意見交流を行うほか、人権に関わ

る活動を行う団体の取組紹介、市内小中学生の人権ポスターの

展示を12月4日～10日の期間に亀山エコータウン・亀山市立図書

館にて行った。また、人権ポスターについては、LGBTQを含む多

様な性自認・性的指向・男女のジェンダーの意識啓発につなが

るポスターを選定し掲示した。

フェスタ本来の趣旨に沿って広く啓発するためにも、幅

広い年齢層に参加してもらえる会場や内容等開催方法を

検討していく必要がある。

引き続き「ヒューマンフェスタｉｎ亀山」は、人権啓発

のイベントとして開催し、より多くの人に足を運んでも

らえるよう、イベント内容等の検討をするとともに 人

権・男女共同参画について考える機会を設ける。

市民の人権尊重の意識を育むため、あらゆ

る場や機会を通じて人権啓発に取り組むと

ともに、人権学習の機会や場の提供・充実

に努めます。

2
人権・ダイ

バーシティG

広く市民が、人権について正しい理解ができるよう

に、学習会や研修会などの機会を設ける。

広く市民が、人権について正しい理解ができるように、

「多様な性」や「固定的性別役割分担意識」を含む、人

権にかかわる内容の行政出前講座を企業・地域・学校・

各種団体を対象に計17回、767名に対し行った。

市民の人権尊重の意識を育むため、啓発の場や機会を充

実させていく必要がある。

広く市民が、人権・男女共同参画について正しい理解が

できるように、学習会や研修会などの機会を積極的に設

ける。

市広報紙や市ホームページ、行政情報番組

など、あらゆる情報媒体を活用した情報発

信において、人権意識に配慮した発信に努

めます。

3 広報G
人権・ダイバーシティ

G

市広報、ホームページ、行政情報番組など各種広報

媒体を活用し、身近でタイムリーな話題に関連した

情報発信を行う。

広報紙に、人権、男女共同参画、多文化共生に関するコ

ラムを年5回掲載（奇数月16日号[1月除く]）するととも

に、ホームページでは、人権・共生に分類している既存

ページの更新を随時行った。行政情報番組では、人権相

談の開催日を周知する文字情報を放送した。

人権について正しく理解してもらえるよう、各種広報媒

体の特性を活用した情報発信が継続的に必要である。

広報紙、ホームページ、行政情報番組など各種広報媒体

の特性を活かし、人権意識に配慮した情報発信に取り組

んでいく。

学校、幼稚園、保育所などにおいては、人

権教育を全ての教育活動の根底に据え、教

育活動全体を通して人権に関する正しい理

解と認識を深めます。

4 教育研究G 教育支援G

亀山市人権教育推進協議会、各中学校区ネットワー

クの活動を通して、人権教育の系統的な取組を進め

る。

亀山市人権教育推進協議会では、幼稚園・保育所、小学

校、中学校、高等学校の代表者が子どもたちの現状や課

題を交流することで、人権教育の系統的な取組を進める

ことができた。また、市内の人権に関わる団体の代表

者、市の関係部局、学校関係の代表者がそれぞれの人権

課題に関する現状を課題を報告し合い、具体的な人権教

育の取組を共有しながら進めることができた。さらに人

権教育推進協議会主催で「まちづくりフォーラム」を開

催し、反差別人研究所みえの方を講師に、各中学校区の

ネットワークの委員の方々を対象に研修の機会をもっ

た。

幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校の代表者が

集う亀山市人権教育推進協議会にて、子どもたちの実態

の交流だけの会で終わらず、系統的な取組を進める必要

がある。

亀山市人権教育推進協議会、各中学校区ネットワークの

活動を通して、男女共同参画や女性の人権など人権学習

の交流行うとともに、人権教育の系統的な取組を進め

る。

家庭は、人に対する思いやりの心を育むな

ど、人権尊重の心を育むための基本の場と

なるため、家庭教育を支援します。
5 社会教育G

保育所・幼稚園・認

定子ども園関係

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓発

活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基づき「かめや

まお茶の間10選（実践）」に積極的に取り組んでもらう

ため、市内の全小中学校及び幼・保・認定こども園にお

いて、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設け、家庭教

育の啓発に努めた。また、強化週間に関するアンケート

等を実施し、成果や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート回答率等を向上させるため、効果的な検証の

実現に向け、取組についての情報発信を強化していく必

要がある

取組の定着を目指すにあたり、チラシデザインの更新や

子ども家庭庁が定めている「家族の日」との紐づけを

図っていく。

企業等においては、国際化が進む中、より

人権への理解や対応が求められており、職

場における人権教育が進むよう支援しま

す。

6 商工業振興G
各種団体が開催するイベントなどで、団体と連携を取りな

がら、職場における人権教育が進むよう啓発を行う。

研修会や会議等の機会を捉えて、企業へ各種案内をする際に

チラシを同封するなど、人権・ダイバーシティグループと連携し

て周知に努めた。

職場における人権教育が進むよう、イベントや研修等を通じて

継続した啓発活動が引き続き必要である。

企業内における人権教育が進むよう、研修等の機会を通

じて、企業へ継続した啓発を図る。

困難をかかえる人々に対して、関係機関と

連携し、人権尊重の視点に立った相談や支

援を行います。
7

人権・ダイ

バーシティG

人権擁護委員による人権に関する専門的な相談につ

いて、広く市民に周知する。

窓口のパンフレット設置や市広報紙にて、常設・特設相

談等の人権相談の周知を図るとともに、市役所本庁と関

支所での特設相談において、電話での対応を行った。

人権尊重の視点に立った相談や支援をおこなうため、関

連機関との連携を図っていく必要がある。

引き続き、人権擁護委員による人権に関する相談につい

て、啓発チラシや市広報紙を活用し、広く市民に周知す

るとともに、関連機関との連携を図っていく。

8 母子保健G

女性相談窓口、三重県男女共同参画センターの相談

窓口等の情報に関して、市広報紙、市ホームページ

などの各種媒体を活用して広く情報提供を行い、

様々な困難を抱えた女性等が相談できる環境整備を

図る。

女性相談支援員による女性相談窓口や三重県男女共同参画セン

ター「フレンテみえ」の相談窓口などの情報について、広報紙

(11月1日号)・ホームページ等の媒体を利用して情報提供を行

い、相談できる環境づくりに努めた。

女性相談支援員による相談窓口や各種制度・手続き等の

周知・啓発のため、継続して情報提供を行っていく必要

がある。

女性相談に係る市・県等の関係機関、相談窓口の情報を

市広報紙やホームページなどの媒体を利用し周知するこ

とで、相談しやすい環境づくりを進める。

9
人権・ダイ

バーシティG

様々な媒体を通じて人権擁護委員による人権相談や

各種相談窓口の周知を図るとともに、鈴鹿防災総合

事務所や人権センター、三重県男女共同参画セン

ター等の関係機関と連携していく。

市の人権啓発チラシ及び男女共同参画情報誌では、人権

擁護委員の相談窓口をはじめ、子ども・外国人・女性な

どの相談窓口について周知した。また、市広報紙、市

ホームページ、ZTVなど様々な媒体で広く周知するととも

に、三重県男女共同参画センター等にチラシを配架し

た。

相談窓口や支援制度等の周知のため、継続して情報提供

をしていく必要がある。

様々な媒体を通じて人権擁護委員による人権相談や各種

相談窓口の周知を図るとともに、鈴鹿防災総合事務所や

人権センター、三重県男女共同参画センター等の関係機

関と連携していくことで相談体制の充実に努める。

 令和６年度第４次男女共同参画基本計画　取組状況について

（１）人権啓

発・人権教育の

推進

（２）人権相

談・支援体制の

充実

人権擁護委員による人権相談や女性相談窓

口、三重県男女共同参画センターの相談窓

口等の情報に関して、市広報紙、市ホーム

ページなどの各種媒体を活用して広く情報

提供を行い、様々な困難を抱えた女性等が

相談できる環境づくりに努めます。



相談者の立場に立って、的確な助言や支援

ができるよう相談員等の資質の向上や体制

の充実に努めます。
10

人権・ダイ

バーシティG

人権センターが開催するスキルアップ講座に、担当

グループの職員が１人１講座以上受講するように取

り組む他、市職員研修の機会を設ける。

「女性の人権」や「性的マイノリティの人権」などの

テーマを含む様々な人権課題について学ぶ、三重県人権

大学講座に市職員１名が参加するとともに担当グループ

の職員をはじめ市職員３名がスキルアップ講座を受講し

研鑽を積んだ。また、部落解放研究第30回三重県集会に

市職員１名、教職員１名が参加したほか、市職員の主任

主査級職員58名を対象に、人権研修を実施した。

市職員の人権研修について引き続き、より多くの機会を

確保していく必要がある。

人権大学や人権センターが開催するスキルアップ講座

（無料）に、担当グループの職員が１人１講座以上受講

するように取り組む他、人権研修市職員研修の機会を設

ける。

相談された人権問題が早期に解決できるよ

う、津地方法務局、三重県人権センター、

鈴鹿地域防災総合事務所、人権擁護委員な

どの機関と各関係部署間で連絡を密にしな

がら連携して支援できるよう体制の充実を

図ります。

11 人権・ダイ

バーシティG

津人権擁護委員協議会亀山地区委員会と引き続き連

携を図るため、月１回開催されている委員会に職員

も可能な範囲で出席する。

月１回の委員会に市職員が毎回参加するほか、津地方法

務局との連携等、市民への相談体制の充実に努めた。

各関係機関で連絡を密にしながら、連携して支援できる

よう体制を強化していく必要がある。

津人権擁護委員協議会亀山地区委員会と引き続き連携を

十分に図るため、月１回開催されている委員会に職員も

可能な範囲で出席する。

民生委員・児童委員や保護司など、地域に

おける見守りや支援活動を行っている団体

等と連携し、住民の悩み事や人権問題を早

期に発見し解決につなげられる体制づくり

を進めます。

12 福祉総務G

民生委員児童委員協

議会連合会

保護司会

地域まちづくり協議

会（福祉委員）など

世代や属性を問わず、住民の課題を集約するしくみ

づくりとともに、必要に応じて支援プランを作成

し、多機関の連携が可能となる会議体を設置・運営

する。

住民が抱える課題を市と社会福祉協議会に集約する支援

体制づくりを地域まちづくり協議会等の会議の場で周知

した。また、支援の必要性に応じて世帯の支援の方向性

を示したトータルケアプランを作成・管理する会議体を

運営し円滑な支援につなげた。

個別ケースにおいては、各機関での情報共有は図れてい

るが、根本的な課題解決へと進むケースが比較的少な

く、公的支援だけではなく地域の社会資源などを活用し

た社会とのつながりづくりに向けた支援が必要である。

引き続き既存の社会資源への働きかけや事業活動を支援

できる体制づくりに努めながら社会とのつながりに向け

た参加支援の取組を進める。

（２）人権相

談・支援体制の

充実



基本目標　１　男女の人権尊重の推進

基本施策　２　男女共同参画の視点に立った慣行等の見直し

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

様々な媒体を活用して、市民の固定的性別

役割分担意識の解消に向けた啓発を推進し

ます。
13

人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関する講座として、料理や家事、介

護など女性の仕事として考えられがちな役割を、男

性が体験できるような講座等を検討し実施する。

亀山市男女共同参画市民養成講座を開催し「変わる社会

で、どう生きる？～私も、家族も、地域もハッピーにな

るマインドの使い方～」をテーマに、名古屋学院大学現

代社会学部、パブリック・ハーツ（株）の水谷香織さん

を講師に招き、ワーク・ライフ・バランスの推進と固定

的性別役割分担意識の解消に向けた機運の醸成につなが

るワークショップ開催した。

講座等のテーマに、働き方に対する意識や、仕事と仕事

以外の生活との両立などを取り上げたが、体験活動を組

み入れることができなかった。

男女共同参画に関する講座として、料理や家事、介護な

ど女性の仕事として考えられがちな役割を、男性が体験

できるような講座等を検討し実施する。

14 社会教育G
今後もリーダーとして女性の参画を促進するよう各

団体に働きかける。

関係団体への働きかけや会議等の機会を通じて女性の参

画を促進した結果、市内幼稚園、小中学校の単位PTA会長

に占める女性の割合は、44.4％（8人／18人）となった。

継続的かつ積極的に女性の参画について呼びかけていく

必要がある。

参加を呼び掛けるにあたり、ＰＴＡの活動内容の周知を

継続していく。

15
地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の会議等で男女

共同参画の視点の必要性について周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点に立って取り組みを行う

よう、さまざまな機会をとらえて促していく必要があ

る。

自治会長への研修や地域担当職員が各地域まちづくり協

議会の会議等で、引き続き男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

あらゆる組織・団体・企業等において、個

人の能力にも十分留意しながら、女性の会

長、女性の管理職、女性のリーダー等を積

極的に起用したり、慣例では男性が務める

ことが多かった役割などを女性が担ったり

することを意識的に行い、人々の意識を変

えることができるような取り組みを推進し

ます。

16
人権・ダイ

バーシティG

慣例として男性が務めることが多くなっている役職

に、女性も男性と同じように就いてもらう意識を

持ってもらうため、市の広報のコラム等で、啓発を

行う。

審議会等の女性登用率の調査をはじめ、亀山市男女共同

参画情報誌に固定的性別役割分担意識の解消に向けた亀

山市の取組を掲載するとともに、三重県男女共同参画連

携映画祭の上映前に男女共同参画社会について来場者に

解説を行うなど啓発を行った。

引き続き、積極的改善措置（ポジティブアクション）に

努めるとともに、情報を発信し、人々の意識を変えるこ

とができるような取り組みを推進する。

慣例として男性が務めることが多くなっている役職に、

女性も男性と同じように就いてもらう意識を持ってもら

うため、審議会等の女性の登用率の向上に努めるととも

に、男女共同参画REPORTや市の広報のコラム等で、啓発

を行う。

市が作成・発行する文書（チラシ、パンフ

レット、冊子、その他一般文書等）や市

ホームページ等での情報発信において、無

意識のうちに固定的な性別役割分担意識を

根付かせたり助長したりするような表現や

イラスト等の掲載をしないよう、全庁的に

意識した文書や資料作成に取り組みます。

17 広報G

人権・ダイバーシ

ティグループG、法

務G

各種広報媒体における情報発信時に、表現方法や使

用イラスト等が適切であるかを確認する。

各課からの広報紙、ホームページおよび行政情報番組な

どに関する合議において、性別に基づいて役割を分ける

意識を助長しないような表現内容やイラストなど利用さ

れていないかを各媒体ごとに確認を行った。

広報紙やホームページ、行政情報番組など各種広報媒体

において、固定的性別役割分担意識を根付かせたり、助

長したりしないような表現がないかを引き続き意識しな

がら、確認する必要がある。

各種広報媒体の情報発信時において、表現方法や使用イ

ラストなどが適切であるかの視点を持ちながら、発信内

容を確認できる体制を継続していく。

男性が子育てに参画しやすくなるため、公

共施設における環境整備（ベビーベッド付

男性トイレの整備等）に努めるとともに、

民間施設にも波及するよう啓発に努めま

す。

18 住まい推進G 施設管理部署

建物改修等予算が減少傾向にある中、十分な機能を

有するための予算確保が課題となっており、改修の

必要性について認識してもらう。

石水渓バンガロートイレ建替修繕において、乳幼児連れ

の方が施設を利用しやすいよう、多機能トイレにベビー

キープを備えた設計を行い、男性が子育てに参画しやす

い環境となるよう努めた。

財政構造改革骨太方針2024に基づく取り組みなど、市の

予算が厳しい中、建物改修等予算は減少傾向にあるが、

十分な機能を有するための改修は必要不可欠であるた

め、予算確保が課題となっている。

不特定多数の人が使用する公共施設の設計にあたって

は、例えば男性トイレにベビーベッドを整備するなど、

男性が子育てに参画しやすくなるよう発注部局に助言

し、環境整備に努める。

19 教育研究G 委員構成に応じて、参加しやすい会議設定を行う。
だれもが参加しやすい会議とするため、オンライン会議

を併用し、時間や場所、形態等を工夫しながら行った。

今後も、固定的性別役割分担の意識の解消に努めるとと

もに、多くの市民が会議に参加しやすいよう開催時間や

参加形態を考えていく必要がある。

委員構成に応じて、参加しやすい会議設定を行う。

20 子ども総務G
これまでの時間設定を基本に、委員構成を見なが

ら、全体として参加しやすい会議設定を行う。

昼間は勤務により参加しにくいことから、これまでの時

間設定を基本に、参加しやすい会議設定を行った。
会議が長時間にならないよう検討する。

会議の開催日の調整や資料送付をできるだけ早い時期に

行い、参加しやすい会議となるよう検討する。

21
地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の会議等で男女

共同参画の視点の必要性について周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点に立って取り組みを行う

よう、さまざまな機会をとらえて促していく必要があ

る。

男女とも多様な住民が参加しやすい会議の環境づくりについて

意識改革を促すため、自治会長への研修や地域担当職員が各地

域まちづくり協議会の会議等の設定を夜間、休日等に開催され

るよう調整を行うなど、引き続き、男女共同参画の視点に立っ

た取り組みの必要性について周知する。

（２）固定的性

別役割分担意識

の解消に向けた

環境の整備

自治会、地域まちづくり協議会、PTA等、地

域に根差した組織・団体の活動に、男女と

も多様な住民が参加できるよう意識改革を

図ります。

自治会、地域まちづくり協議会、PTA等、地

域に根差した組織・団体の会議、あるいは

市民活動団体や各種審議会・委員会等の会

議について、平日の昼間だけでなく、夜

間、休日等に開催するなど、男女とも多様

な住民が参加しやすい環境となるよう意識

改革を図ります。

（１）固定的性

別役割分担意識

の解消に向けた

広報・啓発



基本目標　１　男女の人権尊重の推進

基本施策　３　ハラスメント等、あらゆる暴力の根絶

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

女性等に対する暴力の問題は、人権意識の

希薄（欠如）から生じることから、これら

の問題に対する市民の認識を深めるため、

人権啓発・人権研修等を進めます。

22 母子保健G

女性に対するあらゆる暴力を許さない社会意識を高

めるため、女性に対する暴力抑制などのDV防止の周

知活動を行う。

若年層への認識を深めるため、亀山市二十歳の集い(1月

12日)に合わせ、女性に対する暴力をなくす運動に関する

啓発用ティッシュを配布した。

女性に対する暴力をなくす意識を高めるため、引き続き

啓発が必要である。また、男性の被害者やLGBTQ等への対

応をするための知識向上と関係機関との密な連携が必要

である。

広報紙やホームページでの啓発を行うとともに、女性相

談支援員の研修及び女性相談支援センターのスーパーバ

イズによる知識向上に努める。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間な

どの時期を捉えて、市広報紙への記事掲

載、カード型チラシの配布、街頭啓発など

により、女性等に対するあらゆる暴力を許

さない社会意識の醸成や被害の未然防止、

市や県等の相談窓口や支援制度等の周知の

ための情報発信・啓発を行います。

23 母子保健G

「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせ、

市広報紙にDV防止啓発の記事を掲載したり、DV防止

のパンフレット等を配布したりする。市内の不特定

多数の人が立ち寄る店舗等に市や県等の相談窓口が

掲載されたカード型チラシの設置依頼を行う。

期間(11月12日～25日)にあわせ、市広報紙にDV防止啓発

の記事(11月1日号)を掲載し、総合保健福祉センターに

て、DV防止啓発の展示ブースを設置、亀山駅前において

は、11月12日の早朝に関係者による街頭啓発活動を行っ

た。

また、市内の医療機関にDV相談カードやチラシの設置を

依頼した。また、公共施設のトイレにも相談窓口の案内

シールを貼付した。

女性に対する暴力を許さない社会意識を醸成するため、

様々な機会をとおして啓発活動を継続する必要がある。

今年度についても期間にあわせ、市広報紙にDV防止啓発

の記事を掲載することや総合保健福祉センターにて、DV

防止啓発の展示ブースを設置する。また、亀山駅前等で

街頭啓発活動を行うとともに市内のコンビニエンススト

アにカード型チラシの設置依頼を行う。

相談窓口に専任の女性相談員を配置し、被

害者の保護や自立等のため、被害者の心身

のケアや継続した相談・支援、あるいは医

療機関や行政手続等への同行等の支援を行

います。

24
母子保健G

相談窓口に専任の女性相談員を配置し、被害者の保

護や自立等のため、被害者の心のケアや継続した相

談・支援や医療機関及び行政手続等への同行等の支

援を行う。

専任の女性相談支援員を配置し、被害者の保護や自立の

ため、心のケアなど継続的な面談と、被害者に寄り添っ

た支援や行政手続きの同行支援を行った。

・相談実人員129人・延べ件数585件

被害者への心のケアや継続した面談等を行うとともに、

被害者に寄り添い、個別の状況に応じた支援を行う必要

がある。

専任の女性相談支援員により、被害者の保護や自立等の

ため、継続的な面談と被害者に寄り添った関係機関への

手続き等への動向など支援を行う。

各関係機関等で構成する「亀山市要保護児

童等・DV対策地域協議会」において、DV被

害者の適切な保護のために必要な情報の交

換や被害者に対する支援の内容を協議する

など、各関係機関等が連携して被害者を支

援する体制づくりを推進します。

25 子ども家庭G

DV被害者の適切な保護のために必要な情報の交換や

被害者に対する支援の内容を協議し、各関係機関等

が連携して被害者を支援するため、亀山市要保護児

童等・DV対策地域協議会（代表者会議年１回、実務

者会議２カ月１回、個別ケース会議週１回以上）を

開催していく。

DV被害者の適切な保護に必要な情報共有や被害者に対する支援

等の内容を協議し、各関係機関が緊密に連携して被害者を支援

するため、亀山市要保護委児童等・DV対策地域協議会の各会議

を開催した。

・代表者会議　１回

・実務者会議　６回

・合同ケース会議　51回（定例）

・個別ケース会議　32回（随時）

被害者に対し適切な支援を行うため、引き続き各関

係機関が情報の共有を緊密に行い、共通認識のもと

連携する。

各関係機関が緊密な連携により情報の共有を図り、
被害者への適切な対応と支援ができるよう、協議会

の各会議（代表者会議年１回、実務者会議２か月に

１回、合同ケース会議週１回、個別ケース会議随
時）を開催する。

被害者に子どもが同伴する場合には、子ど

もの心のケアも必要なため、女性相談員と

家庭相談員等が連携を図るほか、「亀山市

要保護児童等・DV対策地域協議会」の枠組

みも活用し、被害者と子どもの支援を行い

ます。

26 子ども家庭G 母子保健G

DV被害者に同伴している子どもに対し、女性相談員

と家庭相談員が連携し、子どもの心のケアなど支援

を行う。また、亀山市要保護児童等・DV対策地域協

議会の枠組みも活用し、学校・園、警察や児童相談

所など関係機関との連携も行う。

DV被害者に同伴している子どもについては、女性相

談支援員と家庭相談員が連携し、子どもの心のケア
などの支援を行うとともに、亀山市要保護児童等・
DV対策地域協議会の関係機関、学校・園、警察や児

童相談所等が連携して、被害者と子どもの支援を

行った。

引き続き女性相談支援員及び家庭相談員並びに亀山

市要保護児童等・DV対策地域協議会の各関係機関が

緊密に連携する。

DV被害者に同伴している子どもへの支援について

は、女性相談支援員と家庭相談員が連携するととも

に、亀山市要保護児童等・DV対策地域協議会の関係

機関等、学校・園、児童相談所、警察（所轄署、少

年サポートセンターなど）等と連携し支援を行う。

被害者が早期に生活を再建できるよう、関

係機関との連携を図り、経済的な自立も含

めた就労支援等、自立支援及び心理的支援

に努めます。

27 母子保健G

専任の女性相談員が中心となり、被害者が早期に生

活を再建できるよう、三重県配偶者暴力相談支援セ

ンターなど関係機関との連携を図り、経済的な自立

も含めた就労支援等、自立支援及び心理的支援を行

う。

女性相談支援員を中心に、被害者支援等について、三重

県配偶者暴力相談支援センターなど関係機関との連携に

より、早期に生活を再建できるよう、心理的支援、自立

に向けた支援を行った。また、三重県DV防止及び被害者

保護並びに困難な問題を抱える女性への支援のための基

本計画策定検討会議の委員に就任し基本計画の策定に取

り組んだとともに三重県女性相談支援員連絡協議会会長

を努めた。三重県女性相談支援員連絡協議会のなかで弁

護士を講師として招き「共同親権」をテーマに事例検討

会及び研修会を開催した。

配偶者暴力相談支援センターをはじめ、各関係機関との

連携を的確に行う必要がある。

専任の女性相談支援員を中心に、被害者の生活再建に向

け、市関係部署と配偶者暴力相談支援センターなど関係

機関との連携を十分に行い、支援を行う。令和７年度は

三重県女性相談支援員連絡協議会副会長を努め、更なる

研究、検討を深め今後の相談支援に取り組む。

（１）パート

ナーに対する暴

力の防止・根絶

及び被害者の保

護等の推進



28 高齢者支援G

高齢者に対する暴力については、必要に応じて地域

包括支援センター等の関係機関とのケース会議を開

催するとともに、相談窓口等について周知を行う。

個別ケースについては、地域包括支援センターや関係機

関と連携を図りながらケース会議を開催し、被害者支援

を図った。また、相談・通報窓口としての地域包括支援

センターについて、チラシの配架等により周知した。

相談窓口や支援制度等の周知のため、継続して情報提供

していく必要がある。

高齢者虐待についての相談窓口として、地域包括支援セ

ンター等について周知を行うとともに、虐待が疑われる

ケースについては速やかに適切に対応する。

29
障がい者支援

G

亀山市高齢者・障がい者虐待防止対策代表者会議に

おける高齢者等の虐待に関する情報共有を継続的に

行うとともに、虐待防止に向けた啓発活動や虐待の

早期発見発見や被虐待者の保護を図るため、身近に

相談できる窓口の周知に取り組む。

虐待防止、早期発見、被虐待者の保護等に係る周知方法

の検討等を図った。また、外国語通訳に加えてタブレッ

トを使用した遠隔での手話通訳ができるしくみを整え

た。

虐待防止に係る啓発活動や身近に相談できる窓口の周

知・啓発が必要である。

虐待防止、早期発見、被虐待者の保護等に係る周知方法

の検討や三重県高齢者・障がい者虐待防止チームの派

遣・助言事業の活用を図る。また、必要に応じて外国語

通訳やタブレットなどを有効活用し、相談等が可能な体

制を今後も継続する。

女性相談員等が、被害者の相談を聞くことによ

り被害者と同様の心理状態（代理受傷）になっ

たり、相談員がバーンアウト（燃え尽き）した

りするのを防止するため、またスキルアップの

ため、研修の機会を設けるなど相談体制の整備

を図ります。

30
子ども家庭G

　↓

母子保健G

女性相談員自身の精神的なフォローのため、またス

キルアップのために、県内で行われる各種研修や、

県婦人相談員連絡協議会へ積極的に参加するととも

に、全国婦人相談員連絡協議会にも参加する。

女性相談支援員のスキルアップ等のため、県内で行われ

た連絡協議会や女性相談支援センターの研修にも積極的

に参加し、全国女性相談支援員・心理支援員研究協議会

（石川県）の研修にも参加した。

更なる資質と知識の向上のため、県内での研修参加の機

会の確保が必要がある。

女性相談支援員のスキルアップ等のため、県内で行われ

る各機関の研修会へ積極的に参加する。

DV被害者を保護するため、被害者への市営

住宅の提供について、法令等に基づき柔軟

に対応します。
31 住まい推進G 子ども家庭G

令和3年6月より国の通達に基づき、DV被害者保護の

観点から市営住宅1戸に優先的に入居を行い、現在も

入居中である。DV被害者保護のため、関係部署と常

に情報共有を図ると共に緊急時には法令や国の通達

に基づき市営住宅への緊急入居に努めていく。

DV被害者に対する新たな市営住宅への緊急入居はなかっ

たが、必要に応じ担当部署と情報の交換・共有を行っ

た。

住宅に困窮している低額所得者が多数いる中で、緊急避

難措置としてDV被害者へ提供するための市営住宅の空き

部屋の確保が困難であるが、年に1、2件の必要ケースが

出ていることから、今後も市営住宅の提供について、法

令等に基づき柔軟に対応する必要がある。

DV被害者の情報については福祉部局に集約されることが

多いことから、今後も担当部署との情報共有など連携強

化に努めるとともに、緊急時には法令や国の通達に基づ

き市営住宅の緊急入居に努める。

セクシュアル・ハラスメントは、女性の尊

厳を不当に傷つけ能力の発揮を妨げる人権

侵害であり、雇用の場だけでなく、あらゆ

る場面での未然防止のための啓発に努めま

す。

32
子ども家庭G

　↓

母子保健G

セクシュアル・ハラスメントの未然防止について、

関係機関の相談窓口を市ホームページに掲載するな

ど、関係機関等と連携し、啓発に努める。

相談窓口など啓発のため、市ホームページに関係機関の

相談窓口を記載している。

被害の未然防止と相談窓口を周知するため、啓発を継続

する必要がある。

セクシュアル・ハラスメントに係る関係機関の相談窓口

等について、市ホームページに掲載し、啓発を図る。

適正な性教育の実施及び性犯罪等について

の学習機会の提供等により、生命を尊厳あ

るものと実感し、男女が互いに尊重して認

め合う意識を醸成します。

33 教育研究G

保健の授業、特別の教科道徳、総合的な学習の時間

等の時間を活用しするとともに、各校の人権教育の

カリキュラムに学習を位置付け、意識の醸成を図

る。

人権教育や道徳の授業を通して、あらゆる暴力を許さな

い姿勢と、暴力に依存せずに対等な人間関係の構築の仕

方を学ぶことができた。

日常生活場面において実践できる児童生徒の育成が必要

である。

保健の授業、特別の教科道徳、総合的な学習の時間等の

時間を活用するとともに、各校の人権教育のカリキュラ

ムに学習を位置付け、意識の醸成を図る。

（１）パート

ナーに対する暴

力の防止・根絶

及び被害者の保

護等の推進

（２）セクシュ

アル・ハラスメ

ント、ストー

カー事案、性犯

罪、売買春、人

身取引等の対策

の推進

外国人や障がい者、高齢者の暴力被害者に

ついて、各関係部署・機関等が連携し、支

援に努めます。



基本目標　１　男女の人権尊重の推進

基本施策　４　誰もが安心して暮らせる環境の整備

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

ひとり親家庭に対し、就学援助費や児童扶

養手当、技能訓練促進給付などの各種手当

等を支給するとともに、医療費の助成や相

談事業など、ひとり親家庭等の生活の安定

と自立を支援します。

34
子ども総務G

保健給食G

医療年金G

ひとり親家庭を対象とした手当等を適正に支給する

とともに、ひとり親世帯等への様々な制度の情報提

供を行う。また、国の制度を利用し、経済的に困窮

するひとり親世帯への生活支援を行う。

＜子ども総務G＞ひとり親家庭を対象とした手当等につい

ては、国の制度改正等に適切に対応し、児童扶養手当の

支給や県の母子父子寡婦福祉資金貸付制度利用の支援等

を行い、生活の援助や子育て支援に取り組んだ。

＜保健給食G＞ひとり親家庭に対する就学援助費として

256件を認定し、支給を行った。

＜医療年金G＞一人親家庭等医療費受給資格者の健康保険

適用の医療費自己負担分を適正に助成した。

対象者：961人（令和7年3月末時点）

令和6年度助成総額：30,204,340円

＜子ども総務G＞ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支

援し、国の制度を利用し、経済的に困窮するひとり親世

帯への生活支援を行っていく必要がある。

＜保健給食G＞就学援助対象者の増加が見込まれる。

＜医療年金G＞ひとり親家庭が安心して暮らせるよう経済

的な負担を軽減する必要がある。

＜子ども総務G＞ひとり親家庭を対象とした手当等を適正

に支給するとともに、制度改正などの情報を適切に提供

する。

＜保健給食G＞制度の周知に努め、適正な認定を行う。

＜医療年金G＞新たにひとり親家庭となった世帯や転入さ

れたひとり親家庭等へ他部署と連携して必要な情報提供

を行い、ひとり親家庭の経済的な負担を軽減し、自立を

支援する。

保護者の疾病やその他の理由により、家庭

において一時的に児童の養育が困難となっ

た場合等に、子育て短期支援事業（ショー

トステイ）を提供できるよう環境を整備し

ます。また、社会的擁護施策として、教育

家庭制度（里親制度）の普及を進めます。

35 子ども家庭G

子育て短期支援事業（ショートスティ）を提供でき

るよう近隣施設と契約を締結する。また、社会的養

護施策として、教育課程制度（里親制度）の普及啓

発に努める。

子育て短期支援事業（ショートステイ）を提供でき

るよう、８施設と契約を締結し、利用に係る相談・
申請もあったが、施設の空き状況等により、利用に

は至らなかった。また、里親制度の周知と相談窓口

である県児童相談所への取次ぎを行い制度の普及に
努めた。

必要とする人が利用できるよう、子育て短期支援事
業の制度の周知に努める。里親制度の普及について

は、相談窓口である県児童相談所に確実に取次ぎを

行う。

子育て短期支援事業（ショートステイ）を利用しや

すく提供できるよう、近隣市の施設を中心に引続き
8施設と契約を締結する。また、里親制度の周知に

ついては、県主催の里親説明会の開催に合わせ、里
親制度の周知と啓発を行う。

特に支援につながりにくい、高齢女性にお

ける認知症を伴うDV被害（身体的、心理

的、経済的、介護・世話の放棄・放任）等

について、市民の理解を深めるため啓発に

努めます。

36 高齢者支援G

虐待の予防・早期発見のため、高齢者虐待にかかる

啓発活動に努め、関係期間と連携し、虐待防止に努

める。

ケアマネジャーや介護事業所に対し、虐待についての啓

発を行った。

広く一般市民等に対し、認知症高齢者への対応方法や支

援窓口、あるいは高齢者虐待やその相談窓口等につい

て、さらに周知啓発を行う必要がある。

関係機関と連携を図り、虐待の早期発見に努めるととも

に、相談窓口等について、周知啓発を行う。

37
障がい者支援

G

該当者に対し制度の紹介を行いつつ、特別児童扶養

手当や障害児福祉手当等の各種手当の適正な支給を

行い経済的な支援を行う。

障がいのある子どもを持つ外国人住民に対して、家庭福

祉総務グループに常駐する通訳者を介し、障がい福祉の

制度・サービス利用を支援した。

障がいのある子どもを持つ外国人住民に対して制度・

サービスに係る案内や冊子の多言語化など必要に合わせ

た対応に努めるとともに、有用性のある窓口であること

を啓発する必要がある。

市の障がい福祉制度・サービスをすべての該当者にむけ

て、わかりやすく紹介できる手引き等の検討を行う。

38 子ども支援G
専門スタッフによる子ども相談や支援、療育相談事

業等により保護者の育児不安の解消に努めます。

子ども総合相談として552件の対応を行った。また、療育

相談として18件、保護者対象のプログラム9件を実施し、

児童や保護者への支援を行った。

相談時には、一人ひとりの特性などに合わせ、的確に支

援を行い、保護者等の不安が解消できるように対応する

必要がある。

専門スタッフによる子ども総合相談を行い、療育相談事

業では、保育園などの関係機関と連携し、保護者等の不

安が解消できるよう発達段階に合わせた支援を行う。

日本語の理解が難しい外国人市民のため

に、各種行政サービスや制度等に関する外

国人向けの多言語情報の提供に努めます。
39

人権・ダイ

バーシティG

多言語版「かめやまニュース」を引き続き発行するととも

に、やさしい日本語の普及を図る。緊急性の高い情報等

を市民活動団体等と協力し多くの外国人住民に提供でき

るよう努める。

R6.6から従前の３言語による紙版から電子版多言語広報「かめやま

ニュース」に替わり、10言語に拡大して広く外国人住民に情報を提

供することができた。また、市職員向けにやさしい日本語の研修を行

い、やさしい日本語の普及に努めた。また、外国人避難者受入訓練を

開催し、日本語教室の協力を得て、学習者が訓練に参加し緊急時の

避難方法を周知することができた。

より魅力的なかめやまニュースを発行していく必要がある。ま

た、地域住民と外国人住民との相互理解が深まり、暮らしの安

心に繋がるよう、やさしい日本語の普及に努める必要がある。

より魅力的なかめやまニュースを発行できるよう、季節

のイベントなども積極的に取り上げる。また、やさしい

日本語についての『広報亀山』への啓発記事の掲載や、

引き続き窓口対応に活かせるよう市職員向けの研修を行

い、やさしい日本語の普及に努める。

「亀山市犯罪被害者等支援条例」に基づ

き、犯罪被害者等を支援し、犯罪被害者等

を支える社会の形成を通じ、誰もが安心し

て暮らせる環境の整備に努めます。

40 防災安全G

犯罪被害者等が求める多様なニーズに対応するた

め、体制の整備や継続した職員研修の実施に努め

る。

体制の整備に向け、関係部署と連携し、「犯罪被害者等

支援施策集」の見直し、修正等を行った。

被害者の相談は、二人一組で対応する事を原則としてい

るが、担当課には女性職員が一人であるため、被害者が

女性職員を求められた場合、二人一組での対応が難しく

なる。

昨年度に引き続き、ワンストップ支援体制の更なる継続

のため、関係部署を対象に年1回研修会を開催予定

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につい

ての理解を深めるための啓発に努めます。 41
人権・ダイ

バーシティG

性の多様性に関する理解を深めるため、市ホーム

ページやコラム等の様々な情報媒体を通して啓発を

行う。

市の広報紙に性的指向及びジェンダーアイデンティティ

をテーマにした記事を掲載するとともに、行政出前講座

にLGBTQを含む多様な性自認・性的指向についての理解を

深める内容を取り上げ、理解の促進に努めた。

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向についての理解が深

まるよう、様々な情報媒体を通して啓発を行う必要があ

る。

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向についての理解を深

めるため、市ホームページやコラム等の様々な機会や情

報媒体を通して啓発を行う。

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につい

ての理解を深めるための教育を推進しま

す。
42 教育研究G

すべての子どもが安心して過ごせる学校環境づくり

をすすめるとともに、個別的な人権問題の取り組み

の一つとしてカリキュラムに沿った学習を進める。

人権教育カリキュラムをもとに、総合的な学習の時間

や、保健体育の時間において個別的な人権問題として取

り上げ、LGBTQを含む多様な性自認・性的指向についての

理解の促進にむけて学習を進めることができた。

引き続き、LGBTQを含む多様な性自認・性的指向について

の理解の促進にむけて、人権教育カリキュラムをもと

に、取組を進める必要がある。

すべての子どもが安心して過ごせる学校環境づくりをす

すめるとともに、個別的な人権問題の取り組みの一つと

してカリキュラムに沿った学習を進める。

LGBTQを含む多様な性自認・性的指向につい

ての理解の促進のため、国・県をはじめ関

係機関との連携により、行政サービスにお

ける対応の推進に努めます。

43
人権・ダイ

バーシティG

国・県・関係機関と連携し、公営住宅及び公立病院

等における対応など、必要な対応の推進に努める。

県市町担当者が参加する「性の多様性に関する市町会

議」「CITYネット男女共同参画inみえ」に担当職員が参

加し、公営住宅の入居及び公立病院における対応等につ

いて情報交流を行うとともに、県が発行する「みえにじ

いろハンドブック」を窓口に配架した。

「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重

県づくり条例」及び「三重県パートナーシップ宣誓制

度」にかかる、パートナーが利用可能なサービスの拡充

について、県内市町、当市担当課と連携して検討してい

く必要がある。

今後も、国・県・関係機関と連携し、公営住宅及び公立

病院等における対応など、必要な対応の推進に努める。

（１）ひとり親

家庭等の親子が

安心して暮らせ

る環境づくり

障がいのある子どもを持つ家庭に対し、特

別児童扶養手当や障害児福祉手当等、各種

手当の支給などの経済的支援を行うととも

に、専門性の高いアドバイスや支援、療育

相談事業等により、母親等の育児不安の解

消に努めます。

（２）高齢者、

障がい者、外国

人等が安心して

暮らせる環境の

整備

（３）性の多様

性に関する理解

の促進



基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進

基本施策　５　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

本市の各種審議会等における女性の登用を

推進するとともに、各種審議会委員等を選

出する様々な選出母体の役員等の構成につ

いても、男女の比率が同程度となるよう、

選出母体を所管する部署等から働きかけを

行います。

44 人権・ダイ

バーシティG

審議会委員等を構成する選出母体の男女比率につい

て、できる範囲で所管部署から働きかけてもらえる

よう依頼していく。

各種審議会等における女性登用が進むよう、女性登用率

の調査時と各種審議会委員等の改選時期に各課へ女性委

員選出の声かけ等の働きかけを行った。

各種審議会委員等を選出する様々な選出母体には、男性

の割合が高い団体や職種もあるが、所管する部署等から

の積極的な働きかけを今後も行っていく必要がある。

経営会議で女性の積極的登用を働きかけるとともに、審

議会委員等を構成する選出母体の男女比率について、で

きる範囲で所管部署から働きかけてもらえるよう依頼し

ていく。

女性の登用が進まない分野については、委

員の公募制の導入や、選出規定の見直し、

充て職等の慣例にとらわれない選出などに

ついて、積極的に検討します。また、女性

登用が進まない根本の要因や背景を調査研

究し、それらを解消できるよう取り組みま

す。

45
人権・ダイ

バーシティG

女性登用率の調査時に、登用率が２０％以下の審議

会等については、その理由と今後の改善方策を検討

するよう所管部署に依頼する。

女性登用率が20％以下の審議会等については、その理由

と今後の改善方策の記入を求め、必要に応じてヒアリン

グを行うなど女性登用率の偏りを減らすための意識づけ

につなげてきた。

女性登用率が低い各種審議会等には「選出母体となる組

織自体に女性が少ない」や「専門的知識を有する女性が

少ない」など女性登用に向けての課題がある。

女性登用率の調査時に、昨年度と比較し、登用率が下

がった原因について調査するとともに、登用率が20％以

下の審議会等については、その理由と今後の改善方策を

検討するよう、また、選出規定の見直し、充て職等の慣

例にとらわれない選出などについて所管部署に検討する

よう依頼する。

女性の比率が偏って高い審議会等について

は、その選出母体も含めて男女の割合が同

程度となるよう働きかけます。
46 人権・ダイ

バーシティG

女性登用率の調査時に、女性の比率が偏って高い審

議会等について確認し、委員の改選時に合わせて働

きかけを行う。

女性登用率の調査時に、女性の比率が偏って高い審議会

等について確認し、委員の改選時に合わせて働きかけを

行った。

女性の比率が偏って高いような審議会等については、男

性の意見を反映し、幅広い施策の形成につなげられるよ

う男女のバランスに注視していく必要がある。

女性登用率の調査時に、女性の比率が偏って高いような

審議会等についても確認し、委員の改選時に合わせて働

きかけを行う。

本市の各種審議会等を所管するそれぞれの

部署において、女性の参画の重要性を認識

できるよう、職員に対する意識啓発や研修

等を行います。

47 人事給与G

新規採用職員の庁内研修のカリキュラムにおいて男

女共同参画に関する研修を実施し、女性参画の重要

性について意識付けを行う。

新規採用職員の庁内研修において男女共同参画について

の研修を実施した。

引き続き各種審議会等への女性の参画の重要性を認識で

きるよう、職員に対する意識啓発や研修等を継続して実

施する必要がある。

新規採用職員の庁内研修のカリキュラムにおいて継続し

て男女共同参画に関する研修を実施し、女性参画の重要

性について意識付けを行う。

亀山市特定事業主行動計画に基づく市役所

の女性職員の積極的な登用、職域拡大を図

ります。
48 人事給与G

目標達成に向けて、マネジメント能力向上のための

研修を実施するとともに、管理職やＧＬへ女性職員

を積極的に配置する。

積極的に女性を管理職へ登用し、令和6年4月1日現在で女

性職員の管理職への登用率が37.1％となり昨年度より増

加した。

令和7年度を始期とする第5次亀山市特定事業主行動計画

において、前計画と同様、女性管理職員の割合を40％に

設定したことから、目標達成に向けて引き続きマネジメ

ント能力向上のための研修の実施や管理職やＧＬへ女性

職員を積極的に配置する必要がある。

引き続き目標達成に向けて、マネジメント能力向上のた

めの研修を実施するとともに、管理職やＧＬへ女性職員

を積極的に配置する。

市が推薦して国等が委嘱する各種委員等に

ついても、地域が抱える実情などに配慮し

ながら、可能な限り構成員の性別に偏りが

生じないよう努めます。

49 福祉総務G

亀山市民生委員児童

委員協議会連合会

保護司会

民生委員・児童委員、主任児童委員の改選時等や保

護司の選任時において、女性の参画を促進する。

中途退任者（女性）の後任に女性を起用することがで

き、女性登用率を維持できた。

定年の高年齢化などを背景として、男女問わず担い手の

確保が困難なため再任者が多く、委員の高齢化が進んで

いる。

令和7年度に改選（3年に1回）を行う際、現任者や自治会

長に次期民生委員の推薦依頼においては女性登用の必要

性を訴えていく。

政策・方針決定過程への女性の参画拡大の

重要性について、市民の意識を醸成するた

め市広報紙等の様々な媒体を通じて啓発を

図ります。

50
人権・ダイ

バーシティG

市の施策等において女性参画の視点を取り入れ、情

報誌や広報等による情報発信を行う。

男女共同参画情報誌や広報のコラムを通して女性参画の

重要性について市民の意識啓発を行った。

市民の意識を醸成するため、REPORTや広報等の工夫が必

要である。

引き続き、市の施策等において女性参画の視点を取り入

れ、情報発信していく。

（１）行政分野

における女性の

参画拡大



51 社会教育G
今後もリーダーとして女性の参画を促進するよう各

団体に働きかける。

関係団体への働きかけや会議等の機会を通じて女性の参

画を促進した結果、市内幼稚園、小中学校の単位PTA会長

に占める女性の割合は、44.4％（8人／18人）となった。

継続的かつ積極的に女性の参画について呼びかけていく

必要がある。

参加を呼び掛けるにあたり、ＰＴＡの活動内容の周知を

継続していく。

52
地域まちづく

りG

自治会長研修のほか、地域担当職員が各地域まちづ

くり協議会の会議等で男女共同参画の視点の必要性

について周知する。

地域担当職員が各地域まちづくり協議会の会議等で男女

共同参画の視点の必要性について周知を行った。

引き続き、男女共同参画の視点に立って取り組みを行う

よう、さまざまな機会をとらえて促していく必要があ

る。

自治会長への研修や地域担当職員が各地域まちづくり協

議会の会議等で、引き続き女性登用の必要性について周

知する。

企業等における女性役員や女性管理職の育

成、女性の能力開発・発揮、女性の起業等

に関する各種セミナーや低利融資等の情報

発信を行います。

53 商工業振興G

啓発活動を継続して実施するとともに、若者・女性が市内

で創業しやすくなるよう空き店舗等活用支援補助制度の

周知やこれまでの創業者の紹介をHPなどで行う。また、

創業にチャレンジできる環境整備に向けて調査・研究を行

う。

空き店舗等活用支援補助制度については、2件の応募があっ

たが、2件とも男性であった。また、経営のノウハウを学べる創

業セミナーについては、広報や新聞折込に加え、専門学校等へ

チラシを配付するなどＰＲの充実に努めた結果、12人（うち女

性5人）が参加し、女性の起業等の支援を図ることができた。

就労の多様性が進む中、創業予定者のニーズを聞き取り、女

性の起業に結びつけられるような創業セミナーの工夫や空き

店舗等活用支援補助金の制度改正を積極的に行っていく必

要がある。

引き続き、女性をはじめ創業者のニーズにより近づけて

支援できるよう、創業セミナーの工夫や空き店舗等活用

支援補助金の拡充を図る。

経済団体、労働組合、職能団体、職業団

体、NPO、市民活動団体、社会教育団体（文

化関係団体、スポーツ関係団体、青少年健

全育成団体等）、政治分野等、あらゆる分

野への女性の参画気運の醸成のため、情報

発信・啓発を行います。

54 人権・ダイ

バーシティG

各種団体が開催するイベントなど、団体と連携を取

りながら啓発を行う。

亀山市商工会議所や雇用対策協議会と連携し、市の男女

共同参画に関する市民講座等について周知を行うととも

に、市広報等で市民の意識啓発を行った。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえて、啓発に取り

組んでいく必要がある。

各種団体が開催するイベントなどを活用し、団体と連携

を取りながら啓発を行う。

農林業等の分野の各種組合等において、女

性の政策・方針決定過程への参画拡大が促

進されるよう広く啓発を図ります。
55 農林政策G

鈴鹿川等源流の森林

（もり）づくり協議

会

地域の人・農地プランに女性の意見や視点が生かさ

れるよう、プランの作成過程への女性の参画を促

す。鈴鹿川等源流の森林（もり）づくり協議会活動

に広く女性の視点が活かされるよう、女性の活動計

画への参画を図る。

令和6年度は地域計画の策定過程で女性農業者の参画が

あった。また、鈴鹿川等源流の森林（もり）づくり協議

会のイベントの開催時に女性の活動計画への参画・運営

等、17人の女性の活躍が見られた。(47人中17人)

鈴鹿川等源流の森林（もり）づくり協議会のイベントの

開催時女性の政策・方針決定過程への参画拡大が促進さ

れるよう支援を行う。

地域計画に女性の意見や視点が生かされるよう、計画の

見直し過程への女性の参画を促し、鈴鹿川等源流の森林

（もり）づくり協議会活動に広く女性の視点が活かされ

るよう、女性の活動計画への参画を図る。

自治会や地域まちづくり協議会、PTA等、地

域に根差した組織・団体の役員への女性の

参画が促進されるよう意識改革を図りま

す。

（２）地域、企

業、その他の分

野における女性

の参画拡大



基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進

基本施策　６　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

ワーク・ライフ・バランスの重要性や「働

き方」について、市民に考えてもらう機会

とするため、様々な手法により情報発信・

啓発します。

56
人権・ダイ

バーシティG

ワーク・ライフ・バランスの重要性や「働き方」に

ついて、市民に考えてもらう機会とするための、講

演会や研修会を開催するとともに、啓発活動を行

い、情報発信を行う。

亀山市男女共同参画市民養成講座を開催し「変わる社会

で、どう生きる？～私も、家族も、地域もハッピーにな

るマインドの使い方～」をテーマに、名古屋学院大学現

代社会学部、パブリック・ハーツ（株）の水谷香織さん

を講師に招き、ワーク・ライフ・バランスの推進と固定

的性別役割分担意識の解消に向けた機運の醸成につなが

るワークショップ開催した。

今後もワーク・ライフ・バランスや働き方改革について

考える機会を設ける必要がある。

ワーク・ライフ・バランスの重要性や「働き方」につい

て、市民に考えてもらう機会とするための、講演会や研

修会を開催するとともに、、市民・企業等に対して積極

的に啓発活動及び情報発信を行う。

ワーク・ライフ・バランスの重要性や企業

の取り組みの優良事例等を、亀山商工会議

所や亀山市雇用対策協議会などの関係機関

等と連携し、様々な機会を捉えて事業所に

対し情報発信・啓発を行います。

57 商工業振興G

ワーク・ライフ・バランス推進週間において、地域活動団体

等が実施する各事業やイベント等と連携を図り、重点的に

啓発を行う。

文化課と連携して啓発に努め、ファミリーフェスタなど

のイベントを通して市内企業へPRチラシを配布した。ま

た、市内の事業所や労働団体等で構成される働く環境づ

くり懇談会を開催し、より良い働く環境づくりを目指し

て協議を行った。

今後も国が定めるワーク・ライフ・バランス推進週間の

機会をとらえて、関係機関と連携し、啓発に取り組んで

いく必要がある。

ワーク・ライフ・バランス推進週間の機会をとらえて、

関係機関と連携し、企業へのチラシ配布など啓発に取り

組んでいく。

休暇取得の推進などワーク・ライフ・バラ

ンスの推進や女性の活躍に取り組む企業や

自営業者、個人等を顕彰します。
58 人権・ダイ

バーシティG
商工業振興G

関係各課と連携して、ワーク・ライフ・バランスの

推進や女性の活躍推進に取り組む企業の顕彰方法に

ついて検討します。

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の活躍推進に取

り組む企業の顕彰方法について関係各課と協議を行っ

た。

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に積極的に取

り組む企業等を広く紹介する必要がある。

商工観光課をはじめ関係各課と連携して、ワーク・ライ

フ・バランスの推進や女性の活躍推進に取り組む企業を

広く紹介する手法を検討する。

夏の時期に「朝方勤務」や「フレックスタ

イム制」を推進し、夕方早くに職場を出る

という生活スタイルに変えていく国民運動

「ゆう活（夏の生活スタイル変革）」、フ

レックスタイム制度等について、啓発に努

めます。

59 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置す

るなど啓発を図る。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置

するなど情報発信に努めた。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえて、啓発に取り

組んでいく必要がある。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえて、啓発に取り

組んでいく。

企業等において、男女の労働者が、仕事と

育児・介護等を両立できるようにするた

め、長時間労働の解消、短時間勤務やフ

レックスタイム勤務等の多様な働き方の推

進、育児・介護等に対応するための柔軟な

働き方の導入や育休取得後の中長期的な

キャリア形成支援等に関して企業等に働き

かけを行います。

60 商工業振興G

ウィズコロナ・アフターコロナによるニューノーマルな働き

方やワークライフバランスの推進に対して意欲的に取組め

るよう、引き続き雇用対策協議会の参加企業を中心に研

修会や啓発活動を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働く環境づくり

懇談会や雇用対策協議会の研修会において、社員の定着

率を向上させるためには働きやすい労働環境を整えるこ

とが大切であることを伝え、その一例として子育て世代

を対象とした支援制度などを紹介した。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえて、啓発に取り

組んでいく必要がある。

労働者が生活と仕事との調和を図り、両方を充実させる

生き方や働き方ができるよう、研修会等を実施して学べ

る機会を設ける。

公共調達において、将来の担い手不足が課

題となっている建設業のワーク・ライフ・

バランス等を推進する制度の導入を検討し

ます。

61 契約管財G

建設業におけるワーク・ライフ・バランス等を推進

する取組として、月２回土日完全週休２日制工事の

定着や工事の平準化に向けた取り組み。

一部の建設工事を対象に試行実施していた週休２日制工

事の制度拡大について、令和６年４月から全ての建設工

事を対象に制度運用を図ることとした。

工事の平準化に向けた課題について整理し、債務負担の

活用等に取り組む必要がある。

工事の平準化に向けた課題について、工事発注課や財務

課（契約・財政担当）などの関係部署で協議し、債務負

担の活用等の取組を進める。

女性の活躍推進に向け、企業の取り組みを

促すインセンティブとして、公共調達にお

いて、生産性、持続可能性等の高いワー

ク・ライフ・バランスの推進企業をより幅

広く評価する制度の導入を検討します。

62 契約管財G

企画競争方式（プロポーザル）において、ワーク・

ライフ・バランス等推進企業を加点評価する制度の

導入に向けて、亀山市業務委託等プロポーザル方式

契約実施要領の改訂などの検討。

企画競争方式（プロポーザル）における評価制度の導入

について、具体的な検討には至っていない。

企画競争方式（プロポーザル）における評価制度の検討

に加えて、入札等においてもワーク・ライフ・バランス

を推進する企業を評価する制度の導入を検討する必要が

ある。

企画競争方式（プロポーザル）における評価制度への導

入について検討する。また、毎年実施する市内建設業者

の格付けにおいて、環境負荷低減の取組や地域貢献度に

加えて、ワーク・ワイフ・バランスの推進を新たな加点

項目とすることについて検討する。

（１）市民・企

業等に対する啓

発・取り組み



保護者になる方を対象として「パパ・ママ

教室」を開催するなど、男女が共に子育て

に参画するよう取り組みを進めます。
63 母子保健G

パパママ教室を開催する。また、教室に参加したい

が参加が難しい夫婦がいた場合は、夫婦での来所相

談に応じる。

パパママ教室を６回開催し48組96名の参加があり、子育

てに参加する意識を高めることが出来た。

妊娠・出産・子育て等において、男女ともに参加し、子

育てを両親で協力して行うきっかけづくりや意識を高め

ていく必要がある。

パパママ教室等の開催について、今後も男女共に育児に

参画する重要性について周知する。

未婚率の減少や晩産化の解消のため、若者

等の結婚支援に努めます。 64 政策調整G

婚活支援事業補助金の交付と、三重県が取り組む

「みえ出逢いサポートセンター事業」への積極的な

参画を通じて、情報発信やイベント等を行うことと

し、継続した婚活支援事業に取り組む。

「みえ出逢いサポートセンター」、「みえ結婚支援プロ

ジェクトチーム【北勢エリア】（本市も参画）」が主催

となり、11月3日に関宿にて開催された「街道まつり」に

合わせて婚活イベントを開催したほか、適宜情報発信を

行った。

「みえ結婚支援プロジェクトチーム【北勢エリア】」の

イベント開催希望市町が増加しており、これまで毎年度

実施してきた本市での婚活イベントが開催できない可能

性がある。

引き続き三重県が取り組む「みえ出逢いサポートセン

ター事業」への積極的な参画を通じて、イベント開催や

情報発信を行い、結婚を望む市民の出会いの機会づくり

や相談対応に継続して取り組む。

若者が住み慣れた地域で結婚し、安心して

妊娠・出産・育児ができるよう、子育てに

関する情報を一元的に発信・提供し、子育

てしやすい環境整備に努めます。

65 子ども総務G

子育て支援セン

ター、児童セン

ター、ファミリー・

サポート・センター

引き続き、「子育てガイドブック」を作成し、転入

者への提供を行うとともに「亀山市　かめやま子育

て」LINEなど様々なツールによりタイムリーに子育

てに関する情報を発信する。

＜子ども総務G＞「子育てガイドブック」に亀山公式ＬＩＮＥの

ＱＲコードを掲載し、登録者を増やすよう努めた。タイムリー

な情報が届くよう、公式LINEの登録を窓口で案内した。

＜保育サポートG＞令和６年４月より「亀山市公式LINE」を活用

し、子育てに関する情報をタイムリーに発信した。

＜子ども総務G＞亀山公式ＬＩＮＥによる情報提供と連携を取り

つつ、「子育てガイドブック」の情報をより充実させる。

＜保育サポートG＞安心して子育てができるよう「亀山市公式

LINE」による発信内容をより充実させる必要がある。

＜子ども総務G＞ガイドブックの内容を充実し、情報の更新を行

う。

＜保育サポートG＞引き続き「亀山市公式LINE」など様々なツー

ルを活用し、多様化する保育ニーズに対応した子育て支援に関

する情報を積極的に発信していく。

（３）市役所内

における取り組

み

亀山市特定事業主行動計画に基づき、市女

性職員並びに男性職員の育児休業の取得を

促進するとともに、男性職員の育児短時間

勤務や育児部分休業など、育児に関するそ

の他の休暇制度の取得を推進します。ま

た、同行動計画に基づき、市職員の時間外

勤務時間の削減や、年次有給休暇の取得推

進、臨時・非常勤職員の「介護休暇・病気

休暇制度」の新設など、市職員のワーク・

ライフ・バランスの推進を図ります。

66 人事給与G

時間外勤務時間の削減については、年度当初（５

月）の部長級ヒアリングにおいて、新たな目標に対

する時間外勤務時間目標数値を設定し、半期で実績

を取りまとめ、進捗管理を行う。また、時間外勤務

時間の上限を原則として１月４５時間かつ１年３６

０時間と定めたことから、これらの時間を超える時

間外勤務について要因の整理等を行う。年次有給休

暇の取得促進については、夏季休暇取得期間におけ

る計画的な取得などに取り組み、取得状況について

半期で実績を取りまとめ、進捗管理を行う。

令和6年度の時間外勤務の実績は、38,328時間であり、令

和6年度の目標である39,900時間を達成できたが、年間の

時間外勤務時間が360時間を超える職員数を「0人」につ

いては、目標を達成できなかった。

令和6年の年次有給休暇については、職員一人当たりの取

得日数が「13.9日」となり亀山市特定事業主行動計画の

年間目標取得日数を達成できたが、全職員の年次有給休

暇の年間目標取得日数を「5日以上」については、達成で

きなかった。

令和7年度を始期とする第5次亀山市特定事業主行動計画

を策定し、時間外勤務時間については、年間時間外勤務

時間数の目標値を「38,000時間」に設定するとともに年

間の時間外勤務時間が360時間を超える職員を「0人」に

しますと設定した。また、年次有給休暇については、職

員一人当たりの年間目標取得日数を「15日」かつ全職員

の年次有給休暇の年間目標取得日数が6日未満の職員を

「0人」にしますと設定した。終期を令和11年度までとし

たことから、引き続き本計画に基づき取組を進め、職員

のワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要がある。

第5次亀山市特定事業主行動計画に基づき、時間外勤務時

間の削減と年次有給休暇の取得促進をについては、年度

当初の部長級ヒアリングにおいて、新たな目標に対する

時間外目標数値を設定し、四半期ごとに実績を取りまと

め、進捗管理を行う。また、時間外勤務時間の上限であ

る月45時間かつ年360時間を超える時間外勤務について要

因の整理等を行う。

年次有給休暇の取得促進については、夏季休暇取得期間

における計画的な年次有給休暇取得などに取り組み、部

長級ヒアリングにおいて、取得状況について取りまと

め、進捗管理を行う。

（２）仕事と家

庭の両立のため

の環境整備



基本目標　２　あらゆる分野における女性活躍の推進

基本施策　７　働く場における男女共同参画の推進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

男性中心型労働慣行や男性労働者の意識を

変革できるよう、また女性労働者も、補助

的な業務や結婚を機に退職といった意識を

変革できるよう、様々な機会を捉えて啓発

します。

67 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行う。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置

するなど情報発信に努めた。
継続した情報発信が必要である。

各種団体と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置

したり、様々な機会をとらえて啓発に取り組んでいく。

長時間労働の削減や転職のあり方、勤務

地・職務・勤務時間を限定した多様な正社

員制度等に関する制度等を広報・啓発しま

す。

68 商工業振興G
関係機関と連携し、イベント参加の呼び掛け、及びパンフ

レットやチラシを窓口に設置するなど情報発信を行う。

パンフレットやチラシを窓口に設置したり、企業へ各種

案内をする際にチラシを同封するなど、文化課と連携し

て周知に努めた。

関係機関と連携し、様々な機会をとらえて、継続して啓

発に取り組んでいく必要がある。

引き続き、パンフレットやチラシを窓口に設置したり、

企業等へチラシを配付するなど啓発を図る。

出産・育児、介護等と両立するための転職

や、それらを機に退職した女性などの再就

職や起業を支援するため、ハローワークの

「マザーズコーナー」や職業訓練等の情報

提供を行います。

69 商工業振興G

関係機関と連携してパンフレットやチラシを窓口に設置す

る。また、事業所等に専門員の話が聞ける機会を提供し、

周知を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働く環境づくり

懇談会において「働きやすい環境づくり」と題した研修

を行い、個々が働きやすい職場づくりができるよう働き

かけを行った。

各種団体と連携し、様々な機会をとらえて、啓発に取り

組んでいく必要がある。

労働者が仕事と育児・介護等を両立できるよう、研修会

等で多様な働き方や柔軟な働き方を学べる機会を設け

る。

関係機関等の連携を図り、女性の職業生活

における活躍の推進に関する情報を共有

し、その取り組みについて協議を行う、事

業主団体や労働組合、その他の有識者等で

組織する等（女性活躍推進法第23条に基づ

く協議会）の組織化について検討する。

70 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働く環境づくり

懇談会において、ジェンダーギャップ指数などをもと

に、「働きやすい環境づくり」と題した研修を行った。

また、関係機関と連携し、働きたい女性向けパンフレッ

トや就職氷河期世代に対する啓発チラシを窓口に配置す

るなど情報発信に努めた。

今後も働く環境づくり懇談会において研修や情報交換を

行うなど、情報発信に努める必要がある。

引き続き、女性の職業生活における活躍の推進に関する

チラシを窓口に設置したり、働く環境づくり懇談会にお

いて研修や情報交換を行い、情報発信に努める。

男女間や正規雇用者・非正規雇用者間の賃

金格差や企業内での性別による固定的な職

種への配置・採用等、雇用に関する様々な

問題について情報発信し、企業や市民の意

識啓発を図ります。

71 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行う。

市内の事業所や労働団体等で構成される働く環境づくり

懇談会において、ジェンダーギャップ指数などをもと

に、「働きやすい職場づくり」と題した研修を行い、意

識啓発に努めた。また、関係機関と連携し、パンフレッ

トやチラシを窓口に配置するなど情報発信に努めた。

今後も働く環境づくり懇談会において研修や情報交換を

行うなど、情報発信に努める必要がある。

引き続き、チラシを窓口に設置したり、働く環境づくり

懇談会において研修や情報交換を行うなど、企業や市民

の意識啓発に努める。

農林業等の経営において、女性が男性の対

等なパートナーとして経営等に参画できる

ようにするため、家族経営協定の普及、農

業経営改善計画の共同申請、女性の集落営

農への参画等を促進します。

72 農林政策G

家族農業で農業経営改選計画認定申請を行う農業者

に対し、家族経営協定について啓発を行うととも

に、女性を積極的に雇用する農業経営体を支援しま

す。

農業経営改善計画の認定において、必要に応じて家族経

営協定について説明したほか、女性農業者の増加につな

がる施策について検討を行った。

認定農業者における家族経営協定の締結の補助や女性農

業者の増加につながる支援を行う。

家族農業で農業経営改善計画認定申請を行う農業者に対

し、家族経営協定について啓発を行うとともに、女性を

積極的に雇用する農業経営体を支援します。

男女が共に子育てしながら働き続けること

ができるよう、認定子ども園・幼稚園・保

育所、地域型保育事業等の充実を図るとと

もに、保護者の就業状況に応じて、延長保

育・休日保育事業、一時預かり事業などを

利用できるよう体制を整備します。また、

小規模保育事業の提供や低学年児童の保育

等の体制整備に努めます。

73
保育サポート

G

保護者の就業状況に応じた各種の保育サービスが提

供できるよう、適切な人員配置に努めるとともに、

私立園への補助金等による支援を実施する。また、

新たな保育サービスの提供については、拡大等に向

けた検討を行う。

保育所等の安定的な運営と必要な保育サービスの提供が

できるよう、公立園においては必要な人員配置を行い、

私立園においては各種事業の補助を行うことで、保護者

のニーズに合わせた延長保育・休日保育・一時保育事業

などの提供を行うことができた。

病児保育などの特別保育について、保護者ニーズや動向

によって、事業の拡大や手法の検討が必要である。

今後も、保護者ニーズに沿った各種保育サービスの提供

ができるよう、適切な人員配置に努めるとともに、私立

園への補助金等による支援を実施する。

74
保育サポート

G

放課後児童クラブの利用についてアンケートなどにより把

握し、整備を進めるともに、運営支援を行うことにより小

学生が安心できる遊び及び生活の場の充実を図る。

放課後児童クラブ（24支援単位）に対し運営費補助等を

行うとともに、放課後児童クラブが設置されていない小

学校区から通学区域外のクラブへ通所する児童の送迎事

業を実施した。また、利用希望に関するアンケートの結

果、放課後児童クラブの新設は行わなかった。

市全体での少子化の傾向は続くと考えられるが、小学校

区により、ニーズが増加する可能性がある小学校区と減

少する可能性がある小学校区があることから、今後の利

用ニーズの動向に留意が必要な状況である。

引き続き国・県の交付金を基準とし、放課後児童クラブ

への運営費の支援などを行い、利用ニーズの動向により

必要に応じ放課後児童クラブの新設等の検討を行う。

75 社会教育G
今後も持続的な放課後子ども教室の実施を行ってい

く。

すべての小学校区において放課後子ども教室を実施し、

子どもたちが安心・安全に過ごせる環境づくりに努め

た。

※年間開催回数：1,382回

　参加児童数：15,797人

地域の中で子どもが安心して過ごすことができる環境づ

くりのために、大人が何をすべきであるか意識を共有し

ていく。そのために意見を交換する場を設ける必要があ

る。

引き続き、全小学校区で放課後子ども教室を実施してい

く。

男女が共に子育てしながら働き続けること

ができるよう、放課後児童クラブ、放課後

子ども教室等、放課後の子どもの居場所づ

くりを推進します。

（１）男性中心型

労働慣行等の変革

に向けた啓発

（２）女性活躍の

推進に向けた環境

整備



施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

安心して子育てができる環境整備を図るた

め、おおむね小学校卒業までの児童を対象

とした亀山市ファミリー・サポート・セン

ター事業により、市民がお互いに助け合う

子育て支援事業と併せて、軽い病後児の預

かり等により子育てをサポートします。

76 子ども総務G かめのこ
ファミリー・サポート・センター事業を継続して実

施する。

ファミリー・サポート・センター事業を継続して実施

し、援助会員数を増員するため、子育て支援員研修の案

内を図書館に配置するとともにLINEによる周知を行っ

た。

援助会員が高齢化してきているため、稼働できる会員の

確保が難しい。
子育て支援員研修を継続して実施するとともに、当該研

修について周知の充実を図り、受講者を増やすことによ

り、援助会員の確保に引き続き取り組む。

保護者が性別にかかわらず主体的に子育て

に参画できるよう、市広報紙や市ホーム

ページ、ケーブルテレビの行政情報番組等

を活用して、子育てに関する情報を発信し

ます。

77
子ども総務G

↓

保育サポート

G

子育て支援センターにおいて保護者が性別にかかわ

らず参加できるような講座を実施する。

パパが主体的に子育てに参画できるよう、支援センター

に来館してもらうきっかけづくりとして、土曜日午前の

限定開放イベントのひとつに「パパといっしょ」を計4回

開催した。

「パパといっしょ」への参加者を増やすなど、より多く

のパパが子育てに参画する機会を提供する必要がある。

「亀山市公式LINE」や広報等で「パパといっしょ」につ

いての情報を発信するとともに、性別問わず参加できる

ような子育て講座の内容を検討する。

出産に伴う女性の負担軽減のため、妊産婦

等に対する相談・支援体制の充実に努めま

す。
78 母子保健G 妊産婦に対し訪問、来所での相談支援を行う.

産前産後の子育て家庭へのアウトリーチによる相談を

行った。延べ相談件数166件（電話相談45件　来所相談

121件）

ハイリスク妊娠・出産、早産、低出生体重児等妊産婦を

取り巻く環境が複雑化し、相談支援を求める人が増加傾

向にある。

相談内容に応じた支援プランを作成するなど、個々の

ニーズに応じた支援を実施していく。

男女が共に介護をしながら働き続けること

ができるよう、家族の介護を支援します。 79 高齢者支援G

介護者へ相談窓口の周知や情報提供の充実を図ると

ともに、介護者同士が情報交換や交流の機会がつく

れるよう努める。

「介護者のつどい」を３回開催し、介護者同士の情報交

換や交流の機会を設けた。

「介護者のつどい」においても、介護は男女がともに担

うものであり、男女共に介護をしながらでも働き続けら

れるような社会づくりに向けた啓発を行っていく必要が

ある。

今年度はニーズのある地域でつどいを開催し、より参加

しやすい内容を検討し、介護は男女がともに担うもので

あることを啓発するとともに、介護者同士の情報交換や

交流の機会を設ける。

セクシュアル・ハラスメント、パワーハラ

スメント、マタニティ・ハラスメント及び

パタニティ・ハラスメント等、雇用の場に

おける各種ハラスメントの防止に向け、企

業内における研修の開催を働きかけ、支援

するとともに、これらの問題の解消のため

に広く啓発します。

80 商工業振興G
ハラスメントに対する理解を深めるため、引き続き雇用対

策協議会の参加企業を中心に研修会や啓発活動を行う。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置

するなど情報発信に努めた。また、市内の事業所や労働

団体等で構成される働く環境づくり懇談会において、ハ

ラスメント防止に向けたコミュニケーションについて学

び、意識啓発に努めた。

事業所に、ハラスメントに対して問題意識を持ってもら

い、現場での見直しを行っていただく必要がある。

引き続き、チラシを窓口に設置したり、働く環境づくり

懇談会において研修や情報交換を行うなど、企業の意識

啓発に努める。

労働条件・労働環境、各種ハラスメント

等、雇用に関する相談窓口である「働く人

の相談窓口」の充実とその存在の周知を図

ります。

81 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行う。

市の窓口のみならず、ファミリーフェスタなどのイベン

トにおいても「働く人の相談窓口」を設置し、存在のPR

に努めることができた。

今後も労働者の相談窓口として、啓発チラシを窓口に設

置し、情報発信を行う必要がある。

今後も労働者の相談窓口として、チラシを窓口に設置

し、情報発信に努める。

男性も女性も働きやすい職場環境、施設・

設備の整備（男女別更衣室やトイレの設置

等）の重要性等について、特に女性の参画

が進んでいない業種や中小企業等を意識し

ながら、情報発信に努めます。

82 商工業振興G
関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行う。

関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に配置

するなど情報発信に努めた。

継続して、関係機関と連携し、パンフレットやチラシを

窓口に配置するなど情報発信に努める必要がある。

今後も相談窓口として、パンフレットやチラシを窓口に

設置し、情報発信に努める。

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行

動計画の策定について普及啓発するととも

に、行動計画の策定・届出を行った企業の

うち、女性の活躍推進に関する取り組みの

実施状況等が優良な企業を認定する「える

ぼし」認定等についても周知・啓発を図り

ます。

83
商工業振興G

人権・ダイ

バーシティG

関係機関と連携し、パンフレットやチラシを窓口に設置し、

情報発信を行うとともに、女性活躍の推進に向けた環境

整備として「女性デジタル人材育成」を行う。

女性が能力を発揮しやすい職場環境が作れるよう、関係機関と

連携し、「えるぼし」のPRパンフレットやチラシを窓口に配置

するなど情報発信に努めたが、これまで県内17企業のうち亀山

市内の企業は認定されていない。

また、「女性デジタル人材育成」を目指した亀山市男女共同参

画キャリアアップ講座を（全4回）開催した。（参加者20名）

女性が能力を発揮しやすい職場環境が作れるよう、「え

るぼし」認定について、更なる周知・啓発を図るととも

に、女性活躍の推進に向けた環境整備が雇用と結びつく

よう、工夫していく必要がある。

女性の活躍推進に関する取り組みにつながるよう、「え

るぼし」認定を含めた情報発信に努めとともに、女性デ

ジタル人材育成にむけた取組を検討する。

（２）女性活躍の

推進に向けた環境

整備



基本目標　３　身近な暮らしの場における男女共同参画の推進

基本施策　８　教育や啓発による意識改革、理解の促進

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

児童・生徒が、お互いの個性や違いを認め

合えるとともに、それぞれが自分の個性や

能力を理解し尊重できるような教育を進

め、性別にかかわらない多様な勤労観や職

業観を身に付け、将来の就労につなげるよ

う、幼児期から発達段階に応じた計画的な

キャリア教育を推進します。

84 教育研究G

男性の職業、女性の職業といった固定的な考え方に

とらわれず、能力に応じた職業選択ができる力を人

権教育、道徳科、社会科、総合的な学習の時間を活

用し、取組を進めます。

生活科・社会科・総合的な学習の時間を通して、男性、

女性といった性別にとらわれず、働く意味や労働者を支

える仕組みなどについて考えるとともに、多様な勤労観

や職業観を身に付け、将来の就労につなげるよう、発達

段階に応じた計画的なキャリア教育に取り組んだ。

様々な教科や総合的な学習の時間を中心にしながらも、

様々な学校生活の中で固定的分担役割について子どもた

ちと考えあう機会もち、幼児期から発達段階に応じた計

画的なキャリア教育を推進につなげる必要がある。

生活科・社会科・総合的な学習の時間を通して、男性、

女性といった性別にとらわれず、働く意味や労働者を支

える仕組みなどについて考えるとともに、多様な勤労観

や職業観を身に付け、将来の就労につなげるよう、発達

段階に応じた計画的なキャリア教育に取り組む。

次代の保護者にもなる生徒等に対し、性に

関する正しい知識の普及啓発、学習機会の

充実を図ります。
85 教育研究G

人権教育、道徳科、社会科、総合的な学習の時間を

活用し、取組を進めます。

人権教育、保健体育・社会科・総合的な学習の時間のな

かで性に関する正しい知識の学習を子どもの発達段階に

応じて行った。

引き続き、人権教育、保健体育、社会科、総合的な学習

の時間のなかで学習の機会をつくる。

人権教育、道徳科、社会科、総合的な学習の時間を活用

し、取組を進める。

中学生や高校生と乳幼児とのふれあい体験

などを通して、子どもを産み育てることや

家庭の大切さなどについて考える機会を提

供します。

86 教育研究G

中学校「家庭科」の学習において、保育実習等の体

験的な学習を通じて家庭の大切さについて考える機

会を設けます。

中学校「家庭科」の学習を中心に、家庭の大切さについ

て考える機会を設けた。

引き続き、家庭科を中心に総合的な学習の時間等のなか

で学習の機会をつくる。

中学校「家庭科」の学習において、保育実習等の体験的

な学習を通じて家庭の大切さについて考える機会を設け

る。

社会問題化している長時間労働や過労、賃

金不払い等の問題に関して、必要な知識を

身に付けるため、働く人たちを守る労働法

制や労使間のトラブルの解決策等について

の教育に努めます。

87 教育研究G
人権教育、社会科、総合的な学習の時間等を活用

し、取組を進めます。

人権教育、社会科、総合的な学習の時間等を活用し、労

働法制やトラブルの解決策等について考える機会を設け

た。

三重県人権教育ガイドラインに記載された「ビジネスと

人権」の視点を取り入れ、社会科を中心に、総合的な学

習の時間等のなかで、学習の機会を設ける必要がある。

教職員に「ビジネスと人権」の視点について伝えるとと

もに、人権教育、社会科、総合的な学習の時間等を活用

し、取組を進める。

家庭における性別による固定的な役割分担

を解消するよう働きかけるとともに、男女

共同参画の視点に立った家庭教育を促進す

るため、保護者への意識啓発を図ります。

88 社会教育G
保育所・幼稚園・認

定子ども園関係

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓発

活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基づき「かめや

まお茶の間10選（実践）」に積極的に取り組んでもらう

ため、市内の全小中学校及び幼・保・認定こども園にお

いて、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設け、家庭教

育の啓発に努めた。また、強化週間に関するアンケート

等を実施し、成果や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート回答率等を向上させるため、効果的な検証の

実現に向け、取組についての情報発信を強化していく必

要がある。

取組の定着を目指すにあたり、チラシデザインの更新や

子ども家庭庁が定めている「家族の日」との紐づけを

図っていく。

子どもが、将来にわたって個性や能力を十

分発揮できる人生を歩めるよう、保護者等

が持つ、子どもの性別による固定的な進

学、進路、最終学歴、将来就く職種等に関

する意識を変革するよう情報発信・啓発し

ます。

89 社会教育G

第一次かめやまお茶の間10選（実践）推進活動計画

に基づき、「かめやまお茶の間10選（実践）」の強

化週間を設け取り組みを進める。 家庭においての

「あいさつ」「食事」「読書」「家庭内の対話」等

による実践により、 さらなる浸透・定着に向け啓発

活動を行う。

第二次推進活動計画（令和4～6年度）に基づき「かめや

まお茶の間10選（実践）」に積極的に取り組んでもらう

ため、市内の全小中学校及び幼・保・認定こども園にお

いて、1学期と2学期にそれぞれ強化週間を設け、家庭教

育の啓発に努めた。また、強化週間に関するアンケート

等を実施し、成果や課題の抽出にも取り組んだ。

アンケート回答率等を向上させるため、効果的な検証の

実現に向け、取組についての情報発信を強化していく必

要がある。

取組の定着を目指すにあたり、チラシデザインの更新や

子ども家庭庁が定めている「家族の日」との紐づけを

図っていく。

男女共同参画に関する講演会等の開催、市

広報紙への記事掲載、SNSでの啓発メッセー

ジの発信等、様々な機会や媒体を通して、

男女共同参画の推進について啓発を行いま

す。

90 人権・ダイ

バーシティG

三重県男女共同参画連携映画祭（亀山会場）を開催

するとともに、様々な機会や媒体を通して、男女共

同参画の推進について啓発を行う。

三重県男女共同参画連携映画祭にて「人生、いろどり」

の上映とともに、男女共同参画に関する動画の放映と亀

山市の取組紹介を行った。（参加者数577人）また、男女

共同参画週間の啓発パネルやのぼり旗の設置により男女

共同参画の推進について啓発を行った。

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」と連携

し、映画祭を開催するとともに、様々な機会や媒体を通

して、男女共同参画の推進について啓発を行う必要があ

る。

引き続き、三重県男女共同参画センター「フレンテみ

え」と連携し、映画祭を開催するとともに、市広報紙へ

の記事掲載、また、男女共同参画週間の啓発パネルやの

ぼり旗の設置等、様々な機会を通して、男女共同参画の

推進について啓発を行う。

「男は仕事、女は家庭」といった固定的性

別役割分担意識を解消し、男女共同参画意

識の向上を図るため、講演会や研修会を開

催します。

91
人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関するイベント・講演会等を通し

て、誰もが働きやすい環境づくりについて考える機

会を設け、固定的性別役割分担意識の解消につなげ

る。

亀山市男女共同参画市民養成講座を開催し「変わる社会

で、どう生きる？～私も、家族も、地域もハッピーにな

るマインドの使い方～」をテーマに、名古屋学院大学現

代社会学部、パブリック・ハーツ（株）の水谷香織さん

を講師に招き、ワーク・ライフ・バランスの推進と固定

的性別役割分担意識の解消に向けた機運の醸成につなが

るワークショップ開催した。

男女共同参画に関するイベントを開催し、誰もが働きや

すい環境づくりについて考える機会を設け、固定的性別

役割分担意識の解消につなげる。

男女共同参画市民養成講座等を通して、誰もが働きやす

い環境づくりについて考える機会を設け、固定的性別役

割分担意識の解消につなげる。

（１）学校・幼稚

園・保育所におけ

る男女共同参画教

育の充実

（２）家庭・地域

における男女共同

参画に関する啓

発・学習の推進



6月の男女共同参画週間の機会を捉えて、国

が毎年選定する男女共同参画のキャッチフ

レーズも含めた男女共同参画に関すること

全般について、啓発パネルの展示やのぼり

旗の設置、市広報紙や市ホームページへの

記事掲載等により広く啓発します。

92
人権・ダイ

バーシティG

啓発パネルの展示やのぼり旗の設置、市ホームペー

ジへの記事掲載等により、広く啓発を行う。

6月の男女共同参画週間に合わせて、啓発パネルの展示や

のぼり旗の設置、市広報や市ホームページへの記事掲載

等を行った。

啓発の効果が上がるよう、男女共同参画週間の機会を捉

えた集中的な啓発を行うとともに、男女共同参画情報誌

や市広報コラム等で定期的な啓発を行っていく必要があ

る。

引き続き、男女共同参画週間等の機会をとらえ、啓発パ

ネルの展示やのぼり旗の設置、市ホームページへの記事

掲載等により、広く啓発を行う。

日本女性会議や各種の男女共同参画に関す

る県内研修等に、市職員・教職員、市民等

を派遣するなど、研修の機会を設けます。
93 人権・ダイ

バーシティG

人事給与G

教育研究G

日本女性会議及び県内で開催される研修等に積極的

に参加する。

日本女性会議は開催されなかったが、人権センターで開

催されたスキルアップ講座に市職員１名が参加し、女性

の人権をテーマに男女共同参画社会に向けた課題につい

て学んだ。

男女共同参画の理解を深めるため、職員が参加できるよ

う、総務課と連携を図っていく必要がある。

今後も、県内外で開催される研修等に積極的に参加す

る。なお、次回の日本女性会議は、令和7年に奈良県で開

催される見通しである。

男女共同参画を推進する市民活動団体と協

働し、様々な機会を捉えた啓発活動や男女

共同参画情報誌の発行等により啓発の推進

を図ります。

94 人権・ダイ

バーシティG

男女共同参画に関するイベントの開催、啓発グッズ

の配布、男女共同参画情報誌の発行等により広く啓

発を行う。

「男女共同参画情報誌2024」を発行し、イベント開催の

周知等、啓発を行った。

男女共同参画を推進する市民活動団体が令和3年10月に解

散したことから、今後の市民活動団体の育成を支援する

とともに、様々な手法により啓発の推進を図っていく必

要がある。

男女共同参画リーダー育養成講座等を開催し男女共同参

画を推進する市民の育成に努めるとともに、引き続き

様々な機会を捉えた啓発活動や情報発信を行う。

自治会などでの行政出前講座など、地域で

の男女共同参画の普及啓発に取り組みま

す。
95

人権・ダイ

バーシティG

地域で開催されるイベント等と連携を取り、啓発活

動を行う。

勤労者ファミリーフェスタに「男女共同参画」をテーマ

にブースを出展し、啓発物品の配布と啓発動画の放映を

行うとともに、男女共同参画に関する行政出前講座を公

民館講座として実施し、地域での普及啓発に取り組ん

だ。

生活のいろいろな分野で男女共同参画が進むよう、さま

ざまな団体と連携して、地域での啓発に取り組んでい

く。

自治会などでの出前講座など、地域での男女共同参画の

普及啓発に取り組む。

（２）家庭・地域

における男女共同

参画に関する啓

発・学習の推進



基本目標　３　身近な暮らしの場における男女共同参画の推進

基本施策　９　生涯にわたる健康づくり支援

施策の方向性 施策の内容 担当G 関連部署・関連団体 具体的な取り組み内容 （１）令和６年度の実績 （２）今後の課題 （３）令和７年度の具体的な取り組み内容

男女の健康保持増進のため、性差医療に関

する普及啓発、性差を踏まえた心身の健康

維持支援や生活習慣病の予防施策等につい

て広く情報発信を行います。

96 健康づくりG

女性の健康習慣（３月１日～８日）について啓発

し、女性特有のライフステージにおける健康課題や

生活習慣病について周知する。

女性の健康週間（3月1日～8日）について広報等で周知を

行った。窓口にパンフレット・ポスターを掲示し、女性

の健康週間、女性特有の症状、生活習慣病等についての

周知を行った。

心身の健康維持や生活習慣病予防のため、女性の健康習

慣等の限られた期間以外も、広く情報発信していく必要

がある。

女性の健康週間（3月1日～8日）について広報等に加え、

健康教室等の機会においても周知をしていく。

男女とも健康診断の受診率の向上につなげ

るため、健康診断の受診について啓発を行

います。
97 健康づくりG

広報や健康づくりのてびき等で健康診断の大切さや

受診方法について周知する。

広報5月1日号で健診に関する特集記事を掲載した。広

報、ケーブルテレビ文字情報、健康教室でも周知を行っ

た。また「健康づくりのてびき」や個別通知等の検診案

内を改善し、啓発を行った。

継続して検診を受診する人だけでなく、受診歴のない人

が受診につながるように啓発していく必要がある。

広報や健康づくりのてびき等で健康診断の大切さや受診

方法についてナッジ理論の考え方も取り入れながら周知

を行う。

イベントや教室などの機会を活用し、早期

発見と予防の重要性について啓発を進め、

女性特有のがん検診等の受診勧奨を行いま

す。

98 健康づくりG
イベントや教室等の機会において、女性特有のがん

に関する啓発を行う。

市民伝達講習会、地域での健康教育等の機会を利用し、

女性特有のがん検診について周知を行った。

さらなる受診率の向上のため、引き続き女性特有のがん

とがん検診について、わかりやすい周知に努めていく必

要がある。

市民伝達講習会、地域での健康教育等の様々な機会を利

用して、女性特有のがんとがん検診について、わかりや

すい周知を行う。

妊娠・出産時の健康支援のため、妊娠届に

基づき母子健康手帳を交付するとともに、

妊娠中の疾病や異常の早期発見をはじめ、

妊婦の健康管理を目的とする妊婦一般健康

診査を実施します。また、出産に向けて

「妊婦教室」や「パパ・ママ教室」を開催

するなど、出産を支援します。

99 母子保健G

母子手帳の交付、妊婦一般健康診査・産婦健康診査

の実施、妊婦教室・パパママ教室の開催を行い出産

育児を支援する。

母子健康手帳の交付299人

妊婦一般健康診査受診延べ件数（県外助成等件数含む）

3,749件

産婦健康診査延べ件数（県外助成等件数含む）　581件

妊婦教室8回開催27人

パパママ教室6回開催48組

妊産婦を取り巻く環境が複雑化し、相談支援を求める人

が増加傾向にある。

従来からの健診・教室・相談支援を継続して実施すると

共に、安心して妊娠・出産ができる環境整備の一環とし

て、低所得妊婦初回産科受診費助成を継続し実施する。

新生児訪問や赤ちゃん訪問を実施し、育児

の情報提供や個別相談等、個々のニーズに

応じた育児支援を行います。
100 母子保健G

新生児訪問や乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤

ちゃん事業）を実施し、育児支援を行う。

新生児訪問46人、赤ちゃん訪問277人、

未熟児訪問9人に訪問を実施した。

妊産婦を取り巻く環境が複雑化し、相談支援を求める人

が増加傾向にある。

訪問事業を継続して実施し、個々のニーズに応じた支援

を実施していく。

不妊・不育症等の治療を支援するため、治

療費の一部を助成するほか、不妊・不育症

治療などに対する正しい理解の普及啓発に

努めます。

101 母子保健G

不妊・不育症治療費の一部助成を実施する。不妊・

不育症治療などに対する正しい知識の普及について

広報などに掲載する。

特定不妊治療費助成（先進医療分）91件

不妊治療費助成金（こうのとり）　 9件

不育症治療費助成金　            11件

特定不妊治療費助成金上乗せ事業　1件

正しい知識の普及が必要である。
正しく理解いただけるよう広報,ホームページ等で周知を

図っていく。

スポーツの楽しさ・素晴らしさ等を情報発

信するなどして、女性がより一層スポーツ

活動に親しむよう呼びかけます。
102

スポーツ推進

G

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機会がない

女性でも参加したくなるような情報提供を検討す

る。

各種スポーツ団体等と連携して、女性のスポーツの普及

啓発に関する情報を、広報・HPを通じて情報提供に努め

た。

スポーツ活動の機会がない女性が参加したくなるような

情報提供の検討が必要である。

各種スポーツ団体等と連携して、スポーツ活動の機会が

ない女性が参加したくなるような情報提供を検討する。

親子で参加できる教室・イベントの開催支

援や、託児サービスの併設など、子育て中

の女性などが参加しやすいスポーツ環境づ

くりに努めます。

103
スポーツ推進

G

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよ

う、スポーツ実施機会、環境の整備について検討を

行う。施設の幼児室の存在を周知する。

親子で一緒に参加できるよう、ニュースポーツ大会を計画、実

施するとともに、読売巨人軍と共催で「読売ジャイアンツ女子

チームベースボールキャラバン」を実施した。また、指定管理

者が子育て中の女性を対象とした自主事業を実施した。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよう、

スポーツ実施機会の確保等について検討を行う必要があ

る。

子育て中の女性などがスポーツ活動に参加できるよう、

スポーツ実施機会、環境の整備について検討を行う。施

設の幼児室の存在を周知する。

女性がより一層スポーツ活動に親しむこと

ができるよう、家庭における家事・育児の

分担について、男女が共に協力し合えるよ

う啓発を図ります。

104 スポーツ推進

G

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機会がない

女性でも参加したくなるような情報提供やスポーツ

大会の実施を検討する。また、男女の役割意識解消

を促進する。

運動施設指定管理者の自主事業として、スポーツ機会の

ない女性が運動施設へ足を運んでもらうことでスポーツ

への興味関心を深めるきっかけづくりとなるよう、文化

教室を開催し、運動教室（ヨガなど）への参加を呼び掛

けた。

家事や育児は、女性の役割として根強く認識されている

ため、社会全体の意識改革が求められる中、女性自身に

も生活におけるスポーツ活動の優先順位をあげるべく啓

発する必要がある。

各種スポーツ団体等と、スポーツ活動の機会がない女性

でも参加したくなるような情報提供やスポーツ大会の実

施を検討する。また、男女の役割意識解消を促進する。

女性が、スポーツに関する各種委員やス

ポーツ団体の運営等に参画するよう呼びか

けます。
105 スポーツ推進

G

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推進委員

等、スポーツ行政への参画を促進する。

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推進委員などス

ポーツ行政への参画を促進した。

女性が、主体的にスポーツクラブの運営やスポーツ行政

へ参画するよう促進する必要がある。

女性のスポーツクラブの運営やスポーツ推進委員等ス

ポーツ行政への参画を促進する。

女性のスポーツ活動を理解し、適切な指

導・支援が行える指導者の養成や活動の支

援等に努めます。
106 スポーツ推進

G

各種スポーツ団体に働き掛け、講習会や研修会など

の機会を通じて、指導者育成に努める。

各種スポーツ団体に、講習会や研修会の情報提供を行

い、指導者の育成を支援した。

各種スポーツ団体と連携し、講習会や研修会を通じた指

導者の育成について、細やかに支援する必要がある。

各種スポーツ団体に働き掛け、講習会や研修会などの機

会を通じて、指導者育成に努める。

（１）生涯にわた

る男女の健康の包

括的な支援

（２）スポーツ分

野への女性の参画
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防災に関する政策及び方針決定過程におけ

る、女性の参画を推進します。 107 防災安全G

自治会や自主防災組織等対象の出前講座及び地域防

災訓練にて、避難所運営や地区防災計画の作成にお

ける女性の参画の必要性を求める。

行政出前講座等にて、避難所運営や地区防災計画の必要

性や作成における女性の参画の必要性について説明を

行った。

自主防災組織等の活動は、地域によってばらつきがあ

り、全地域へ女性参画の理解を得るには時間を要する。

行政出前講座や地域まちづくり協議会、自治会主催の防

災訓練への女性参加を呼びかけるとともに、女性が関心

をもつ講座を選定する等女性の参画意識の促進を図る。

災害に関する各種対応マニュアルなどにつ

いて、男女共同参画の視点を踏まえ作成し

ます。
108 防災安全G

随時各種マニュアルについて修正を行い、地域防災

計画における女性参画の必要性の記述を基に、修正

案について検討を行っていく。

地域防災計画については、女性参画の必要性の記述を基

に、修正を行っている。

各種マニュアルに女性の活用・役割等を明確に記述する

など、実効性のあるマニュアルが必要である。

各種マニュアルの普及とマニュアルに基づいた訓練等の

実施の推奨を図る。

防災知識の普及啓発や防災訓練において

は、男女双方の視点を十分に取り入れた内

容となるよう、工夫します。
109 防災安全G

総合防災訓練において女性の視点を取り入れた避難

所運営、プライバシーの保護等の観点を取り入れた

避難スペース作成訓練等の計画を行っていく。

総合防災訓練の中で、授乳室や男女別トイレ等女性の視

点を取り入れた避難所開設訓練を行った。

女性の視点を取り入れた避難所開設・運営の必要性を啓

発すること、また、女性の視点を取り入れた避難所開

設・運営マニュアルの普及とマニュアルに基づいた訓練

を継続して行うことが必要である。

地域が主催する防災訓練や、行政出前講座等の場を活用

して、女性参画の必要性について、更なる啓発を行う。

応急手当の知識の習得・指導・啓発活動を

はじめとする地域の防災活動に、女性なら

ではの視点を生かしてもらえるよう、女性

消防団員の入団促進と活動支援に努めま

す。

110
総務・消防団

G

　今後も継続した応急手当普及員の育成、各種救急

講習等への派遣及び防災活動への指導・支援を行

い、各種行事に積極的に女性の観点を取り入れて、

地域の防災分野への女性の参画・活躍の重要性を意

識付けていき、女性分団員の確保についても継続し

て検討を行う。

女性消防団員の活動として、各種行事や普通救命講習に

参画し女性の視点を取り入れた防災体制の充実を図っ

た。また、防火フェアや亀山大市に加入促進ブースを出

展し、女性も含めた消防団員の加入を促進し、団員数の

増加に繋げた。

引き続き女性消防団員を含めた消防団員の確保が課題で

あるとともに、更なる地域防災力の強化のため、活躍の

場を検討する必要がある。また、各種行事への参画を更

に推進して、女性の視点を取り入れた防災体制の充実を

図る必要がある。

今後も応急手当普及員の育成や各種行事等への派遣及び

防災活動への指導・支援を継続し、積極的に女性の観点

を取り入れて、地域の防災分野への女性の参画・活躍の

重要性を意識付けしつつ、女性分団のインスタグラムを

活用して活動内容を周知するなどして、女性消防団員の

加入促進についても継続して実施していく。

発災時の避難所の運営のあり方について、

平常時から男女共同参画の視点からも検討

し、各施設ごとの避難所の運営体制の強化

を図ります。

111 防災安全G

総合防災訓練等において地域の方々を中心に女性の

視点を取り入れた避難所運営の体制を考え、各施設

ごとの避難所運営マニュアルの作成へのステップと

する。また、作成の際に女性の参画を求める。

総合防災訓練の中で、授乳室や男女別トイレ等女性の視

点を取り入れた避難所開設訓練を行った。

女性の視点を取り入れた避難所開設・運営の必要性を啓

発すること、また、女性の視点を取り入れた避難所開

設・運営マニュアルの普及とマニュアルに基づいた訓練

を継続して行うことが必要である。

行政出前講座や地域の防災訓練等の場を活用して、女性

参画の必要性について、更なる啓発を行う。

避難所運営においては、女性や子ども、高

齢者、障がい者等、多様な人々のニーズを

汲み取れるよう、女性等の参画を推進しま

す。

112 防災安全G

総合防災訓練等において地域の方々を中心に女性等

の視点を取り入れた避難所運営の体制を考え、各施

設ごとの避難所運営マニュアルの作成へのステップ

とする。また、作成の際に女性等の参画を求める。

総合防災訓練の中で、授乳室や男女別トイレ等女性の視

点を取り入れた避難所開設訓練を行った。

女性の視点を取り入れた避難所開設・運営の必要性を啓

発すること、また、女性の視点を取り入れた避難所開

設・運営マニュアルの普及とマニュアルに基づいた訓練

を継続して行うことが必要である。

行政出前講座や地域の防災訓練等の場を活用して、女性

参画の必要性について、更なる啓発を行う。また、女性

の参加を得て、外国人防災リーダー養成講座を開催す

る。

生理用品や乳幼児のための粉ミルク等、性

別等によるニーズの違いに配慮した物資の

備蓄について、内容の検討や更新・充実等

を行います。また避難所内におけるプライ

バシーの確保や女性の安全確保等、避難所

の体制整備を図ります。

113 防災安全G

生理用品やミルク等備蓄については定期的な入替を

行い、適正に管理を行っていく。また、適宜内容を

検討する。

生理用品や乳児用ミルク等備蓄については、「亀山市備

蓄・調達基準」に基づき適宜入替を行い適正に管理を

行った。

備蓄品の定期的な入替による適正な管理を行うととも

に、受援計画に基づく内容と調整を図りながら備蓄品

目・数量について適宜見直しを行う必要がある。

備蓄品の適正な在庫管理を行うとともに、亀山市備蓄・

調達基準の見直しを適宜行う。

（２）災害に備え

た避難所運営体制

の構築

　（１）災害に備

えた体制整備
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